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 【事業活動の概要】 

 

Ⅰ．一般情勢 

 

令和７年度の我が国の経済は、企業収益が比較的に堅調に推移し、設備投資や賃上げを

背景に緩やかな回復基調が続いているとの判断がなされている。 

しかしながら、令和７年度の国内貨物総輸送量は民間調査機関によると減少となり、営

業用トラックの輸送量については、消費関連貨物が増加したが生活・建設関連貨物が落ち

込み、通年では減少となると予測している。 

トラック運送業界を取り巻く状況は、令和７年６月には「トラック適正化二法」が成立

し、①トラック運送事業の許可に係る更新制、②国土交通大臣が定める「適正原価」を下

回る運賃・料金の制限、③委託次数の制限に係る努力義務、④違法な白トラの利用に係る

荷主等への規制、が盛り込まれた。 

全ト協では、本件に特化した「トラック適正化二法対策委員会」を立ち上げるとともに、

諸課題に対してより柔軟に対応するため、「社会的評価向上委員会」、「車両技術委員会」

を加えた３つの常任委員会を新たに立ち上げた。なお、部会の現状を鑑み、百貨店部会を

廃止し、飼料部会を新たに設置した。 

また、トラック運送業界が長年切望してきた、軽油引取税の暫定税率については、与野

党６党において合意され、令和８年４月１日に廃止されることとなった。運輸事業振興助

成交付金については交付根拠が失われることとなるため、与野党各会派に対して交付金の

維持と財源確保について粘り強く要望を行い「運輸事業の振興の助成に関する法律の一部

を改正する法律」が成立し、令和１３年３月３１日までの５年間、同交付金制度が維持さ

れることとなった。 

一方、アメリカ・イスラエルとイランによる戦争に伴い、中東情勢が緊迫化し原油価格

の急騰並びに燃料供給のひっ迫状況が深刻となったことから、全国ハイヤー・タクシー連

合会並びに日本バス協会と３団体合同で、令和８年３月２７日に約６５０名の参加者によ

る「燃料価格高騰等経営危機突破総決起大会」を開催し、政府与党及び関係行政機関に対

して業界の窮状を訴えた。 

トラック輸送の公共的使命を果たすべく、より安定的な輸送力の確保と安心、安全で

質の高い輸送サービスを提供していくために、交通事故防止対策、飲酒運転の根絶、ト

ラック・物流ＧメンとＧメン調査員の連携による荷主対策の深度化、多様な施策による

良質なドライバーの確保、高速道路料金の値上げ阻止・拡充、適正化事業の推進、新技

術を活用した物流ＤＸなどの諸対策を積極的に推進した。 
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Ⅱ．事業活動 

 

【最重点施策】 

 

（１）軽油引取税の暫定税率の廃止 

 

・軽油引取税の暫定税率は、昭和５１年に、本則税率（１５円／ℓ）に４．５円上乗せ

される形で設けられ、その後１７．１円まで引き上げられ、軽油引取税の税率は３２．

１円／ℓとなっていたが、トラック運送事業者における税負担の軽減を図るため、長

年にわたり軽油引取税の暫定税率の廃止を要望してきた。７月の参議院選挙後、与野

党において軽油引取税や揮発油税（ガソリン税）の暫定税率の廃止に向けた議論が本

格化し、その結果、与野党６党（自民党・立憲民主党・日本維新の会・国民民主党・

公明党・共産党）の「ガソリン税及び軽油引取税の暫定税率の廃止について」（１１

月５日）において、令和８年４月１日から軽油引取税の暫定税率（１７．１円／ℓ）

が廃止されることが合意された。 

・揮発油税（ガソリン税）の暫定税率（２５．１円／ℓ）の廃止が規定された、「租税

特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

律の一部を改正する法律案」については、１１月２８日の参議院本会議で可決・成立

し、１２月３１日に揮発油税（ガソリン税）の暫定税率は廃止された。 

・軽油引取税の暫定税率の廃止が規定された、「地方税法等の一部を改正する法律案」

については、３月３１日の参議院本会議で可決・成立し、令和８年４月１日に軽油引

取税の暫定税率が廃止されることとなった。 

 

（２）運輸事業振興助成交付金の維持に向けた対応 

 

・１１月５日の与野党合意により、令和８年４月１日に軽油引取税の暫定税率が廃止

されることとなる中で、運輸事業振興助成交付金制度については、軽油引取税の暫定

税率が設けられた際に創設された制度であることから、その維持については極めて

厳しい状況にあった。そのような中で、労働組合と一体となって、与野党の関係国会

議員に交付金の必要性や重要性を訴え、交付金制度の維持と財源の確保を粘り強く

要望した。その結果、各政党において、交付金の必要性や重要性を理解していただき、

与野党６党の合意文書「ガソリン税及び軽油引取税の暫定税率の廃止について」（１

１月５日）において、「運輸事業振興助成交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実

務上の課題に適切に対応」と運輸事業振興助成交付金の文言が記載された。 

  ・また、その後に開催された、自民党トラック輸送振興議員連盟（１１月６日）と公明 

党トラック議員懇話会（１１月１１日）において、「運輸事業振興助成交付金制度の

維持」が決議された。 

・与野党６党の合意文書の内容に沿ってまとめられた、いわゆる暫定税率廃止法案に

係る国会審議において交付金制度の維持と財源の確保に関して、与野党の関係国会

議員に理解を求めた。その結果、国会（衆議院財務金融委員会、参議院財政金融委員

会）において、与野党の多くの議員から交付金制度の維持と財源の確保に関する質疑

と答弁がなされた。また、参議院では、運輸事業振興助成交付金が維持されるよう法

改正を含め必要な措置を講じる旨の附帯決議もなされた。 
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・運輸事業振興助成法の改正について、関係国会議員、衆議院法制局、国土交通省、全

ト協等で検討を重ね、第１条の趣旨を改正し、法律について令和１３年３月３１日ま

での５年間効力を持つこととする内容の法案について労働組合と一体となって、与

野党（自民党・立憲民主党・日本維新の会・国民民主党・公明党・れいわ新選組・共

産党・有志の会・参政党）の関係国会議員に理解を求めた。その結果、１２月１５日

に、議員立法として「運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案」

が国会に提出された。 

・その後、１月２３日に衆議院が解散され、同法律案は廃案となった。 

・衆議院総選挙において示された自民党の政権公約には、「運輸事業振興助成交付金を 

 確保します」と明記された。 

・衆議院総選挙後に、同法律案の早期の国会提出と年度内成立を目指し、与野党の関 

係国会議員に対し積極的に要望活動を展開した。 

・その結果、１２月に国会提出された法案と同じ内容で、日切れ法案としてあらためて

国会に法案を提出することについて与野党の理解を得ることができ、３月１０日、衆

議院国土交通委員会において、委員長提案で法案の趣旨説明が行われ、全会一致で可

決された。その後、３月１３日の衆議院本会議で可決された。 

・参議院では、３月３１日に国土交通委員会において全会一致で可決し、同日開催され

た本会議においても全会一致で可決・成立した。なお、参議院では運輸事業振興助成

に関する予算や燃料価格のさらなる高騰に伴う負担軽減などに関する附帯決議が付

された。 

 

（３）事業許可の更新制等の導入及び物流革新に向けた改正物流法等への対応 

 

①適正競争の推進、事業許可の更新制等の導入 

 

・２０３０年には輸送能力が約３０％不足するという試算もある中で、トラックドラ

イバーの経済的社会的地位の向上等により、安定的な物流の確保と国民経済の健全

な発展を図るため、トラックドライバーの適切な賃金の確保とトラック運送業界の

質の向上等を目的として、許可の更新制度の導入、「適正原価」を下回る運賃及び

料金の制限、委託次数の制限、違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り等を盛り込

んだ議員立法による貨物自動車運送事業法の改正とこれを担保する新法（貨物自動

車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律）の成立を目指し

た。（トラック適正化二法） 

・トラック適正化二法の成立に向け、関係国会議員、衆議院法制局、国土交通省との

打合せや、労働組合と連携して与野党（自民党・公明党・立憲民主党・国民民主

党・日本維新の会・共産党・れいわ新選組・有志の会）の関係国会議員に連日説明

を行うなど積極的な対応を行った。 

・その結果、与野党の理解を得られ、５月２３日、衆議院国土交通委員会において、

委員長提案で法案の趣旨説明が行われ、全会一致で可決された。その後、５月２７

日の衆議院本会議で賛成多数で可決された。 

・参議院では、６月３日に国土交通委員会において全会一致で可決され、６月４日の

本会議で賛成多数で可決・成立した。その後、６月１１日に公布された。 
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・事業許可の更新制や適正原価の導入など、トラック適正化二法の施行に向けた対応

等を図るため、寺岡会長を委員長とする「トラック適正化二法対策委員会」を常任

委員会として新たに設置した。 

・違法な白トラの利用禁止や委託次数の制限等令和８年４月施行の内容について、国

土交通省と連名でリーフレットを作成・配布し、周知を図った。 

・全日本トラック協会ホームページに設けた通報窓口において、違法な白トラ行為（無

許可経営）に関する情報収集を行い、荷主に対する指導の徹底が図られるよう国交

省に対して働きかけを行った。 

・国土交通省が実施した適正原価に係る実態調査にあたって、都道府県トラック協会

と連携による調査の周知と回答依頼を強力に進め、同調査に業界をあげて協力した

結果、３月３１日現在、３２，８５３事業者から回答があった。 

 

②商慣行の見直しや荷待ち・荷役時間の削減等物流効率化に向けた対応 

 

・令和７年４月に施行された改正物流総合効率化法及び改正貨物自動車運送事業法の

内容（運送契約締結時の書面交付義務、健全化措置の努力義務、運送利用管理規程の

作成・運送利用管理者の選任義務、実運送体制管理簿の作成義務）について、会員事

業者に周知を図るため、都道府県トラック協会との共催により、６３ヶ所で都道府県

単位の説明会を開催した。 

・全日本トラック協会ホームページに改正物流法に係る特設ページを作成し、上記関

連チラシや解説書、改正貨物自動車運送事業法Ｑ＆Ａなど、随時関連内容の更新を

図り、最新の情報を提供できるように努めた。 

・実務者向けに法改正の内容を解説する動画をホームページに掲載し、７,４５８回の

アクセスがあった。 

・荷主団体、荷主企業（８団体・企業）が主催する２０２４年問題に関するセミナー等

へ出席し、トラック運送業界の現状や働き方改革への取り組み、標準的運賃、価格転

嫁に向けた動き、改正物流法の施行、トラック適正化二法、取適法の施行等の説明を

行った。 

・「第１８回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」（９月１８日）

において、第２回２０２４年問題対応状況調査結果報告及び巡回指導における勤務

時間等基準告示違反の状況について説明し、荷主・物流事業者間の商慣行の見直し

が図られるよう、国土交通省や厚生労働省等の関係省庁に対して支援を要請した。 

・地方協議会が円滑に運営され、実効性のある取り組みがなされるよう、各都道府県ト

ラック協会に対して、協議会の開催費用や取り組みに係るＰＲ費用などの一部を助

成した。 

・都道府県トラック協会が実施した、物流革新に向けた創意工夫事業や働き方改革推

進のためのセミナー及び広報事業や地方協議会等に係る費用に対して、助成を行っ

た。物流革新に向けた創意工夫事業では、次代を担う若手経営者並びに後継者の育成

と自社の経営計画を考え、持続可能な未来への経営を創造する勉強会・交流会や、関

係支援機関による経営改善支援・事業承継支援・運賃交渉支援など持続可能な経営に

向けた総合支援体制構築のための緊急ネットワーク会議の設置など、１０道県１２

事業に対して費用の助成を行った。 
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・荷主・国民・物流事業者等の関係者が連携して取り組む「ホワイト物流」推進運動に

ついて、会員事業者や荷主企業に対して周知を図り、令和８年３月末時点の賛同企業

数は３，４７６社となっている。 

 

○関係省庁が主催する会議への出席 

・国土交通省が設置した「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」にオブザーバ

ーとして参画し、地域における配送等の共同分担について、過疎地域での自家用トラ

ックのあり方や、物流効率化のしわ寄せがドライバーに及ばないよう配慮すること

など、トラック事業者の立場から意見を述べた。（６月２５日、７月２５日、８月２

８日） 

・農林水産省の関係では、「飼料輸送の合理化に関する全国連絡会議」に出席し、全国

の飼料輸送事業者から寄せられた飼料・畜産輸送の現況・課題と飼料・畜産業界や関

係行政機関への要望など、トラック運送業界の立場から意見を述べた。（５月２７日） 

・また、「食品産業の持続的な発展に向けた検討会」に委員として参画し、流通の効率

化等が盛り込まれた「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による

事業活動の促進に関する基本的な方針」の素案がとりまとめられた。（６月２０日） 

・また、全国各地・各品目の物流確保に向けた取組や更なる物流効率化、関係者の負担

軽減に向けた取組を幅広い関係者と協力して推進していくために設置された「農林

水産品・食品の物流に関する官民合同タスクフォース」に委員として参画した。  

（１１月１２日） 

・経済産業省関係では、フィジカルインターネットの実現に向け「フィジカルインター

ネット・ロードマップ１（令和４年３月策定）」の実施に当たって各種施策を有機的

に連携させていくため、必要に応じた見直し・改訂等を行うことを目的として設置さ

れた「フィジカルインターネット実現会議」に委員として参画した。（６月２４日） 

・フィジカルインターネット実現会議の分科会として、建材・住宅設備サプライチェー

ンにおける物流効率化に向けた２０３０年までのアクションプランを策定すること

を目的として設置された「フィジカルインターネット実現会議 建材・住宅設備ＷＧ」

に委員として参画した。（３月１８日） 

 

③多重下請構造の是正と実運送事業者の適正運賃･料金収受に向けた対応 

 

・国土交通省に設置された「トラック運送業における多重下請構造検討会」に参画し、

平島竜二副会長（適正取引委員長）と若林陽介理事長がトラック事業者の立場から意

見を述べた。第４回検討会では、多重取引構造の是正に向けた今後の政策の方向性等

が取りまとめられた（６月１７日）。 

・トラック運送事業に携わる従業員の賃金や労働時間、福利厚生等の実態を職種別に

詳細に把握し、労働環境改善に向けた基礎資料を得るため、「トラック運送事業の賃

金・労働時間等の実態調査」を実施し、報告書にまとめた。 

 

④下請法改正への対応 

 

・「下請代金支払遅延等防止法（通称：下請法）」が「製造委託等に係る中小受託事業者

に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律（通称：取適法）」に改正され（令和

７年５月２３日公布、令和８年１月１日施行）、発荷主の運送事業者に対する運送委

託を対象取引に追加するなど、規制の見直しが図られたことに伴い、国土交通省との
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共催により、トラック運送事業者等を対象にブロック協会単位で説明会を開催した。

［関東（東京都）１２月１日、近畿（大阪府）１２月９日、九州（熊本県）１月１９

日、中国（広島県）２月３日、四国（香川県）２月９日、北陸信越（新潟県）２月１

６日）］ 

・トラック運送業界における下請法（現行法）への対応状況、改正下請法（取適法）の

認知状況、改正貨物自動車運送事業法等に関する取組状況を自主点検するアンケート

調査を実施した。 

 

⑤時間外労働の上限規制９６０時間及び改正改善基準告示の遵守に係る対応 

 

・令和６年４月からの時間外労働の上限規制（年間９６０時間）等物流の２０２４年問

題への対応状況を把握するため、会員事業者を対象とした「第２回２０２４年問題対

応状況調査」を実施した。 

・改正改善基準告示の理解を図るため、解説書テキストを配布するとともに、会員事業

者を対象として各都道府県トラック協会と共催で、１０回改善基準告示解説セミナ

ーを開催した。 

 

⑥その他 

 

・政労使の代表がトラック運送事業に係る諸課題に関して意見交換する「第５４回物

流政策懇談会」が１２月２２日に開催された。国土交通省から物流・自動車局幹部、

労働組合から運輸労連・交通労連・建交労の各委員長以下幹部、全ト協から会長・副

会長以下幹部が出席し、トラック運送業界の諸課題と取り組みについて、意見交換を

行った。 

・運輸労連・交通労連の両労働組合から、改正貨物自動車運送事業法及び貨物自動車運

送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律の定着・推進、トラックド

ライバーの賃金を引き上げる取り組み、標準的運賃を活用した適正な運賃・料金の収

受等について、１２月２２日に共同政策要請を受けた。 

・建交労から、標準的運賃の告示制度の実効性の確保、トラックステーションの管理運

営、高速道路利用料金、若年層のトラック運転者等の人材確保等について、２月２日

に要請を受けた。 

 

（４）改正「標準的運賃・標準運送約款」の活用等による適正なコスト収受等転嫁対策の

推進 

 

①改正「標準的運賃」及び「標準運送約款」の周知に係る対応 

 

・改正「標準的運賃」及び「標準運送約款」チラシについて都道府県トラック協会を通

じて、会員事業者に配布した。 

・パソコン、スマートフォン、タブレットの地図上で出発地、到着地を設定すると距 

離制運賃（基準運賃）が示されるなど、様々な場面で簡便に標準的運賃が計算できる

「標準的運賃 地図からの運賃計算システム」（簡易版・詳細版）を制作し、全ト協

ホームページに掲載し、５３,９７１回のアクセスがあった。 
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・標準的運賃の改正内容に対応するため、①届出様式、②標準的運賃を簡便に算出で

きる計算シートや標準的運賃の考え方に基づく自社原価を反映した運賃表作成シー

トを改修し、全ト協ホームページに、それぞれ掲載し、会員事業者の利便性向上を

図った。 

 

②「標準的運賃」の活用及び原価管理の徹底等による適正なコスト収受等転嫁対策の推

進 

 

・中野洋昌国土交通大臣から、ドライバーへの確実な賃上げの実施や、下請法改正へ

の対応等、トラック運送業界に対する価格転嫁及び賃上げについての要請があり、

坂本克己会長、杉山千尋副会長、馬渡雅敏副会長が出席し対応した。（４月８日） 

・中野洋昌国土交通大臣と荷主・物流業界等との意見交換会に坂本克己会長が出席し、

トラック運送業界として価格転嫁と賃上げに向けた取り組みを説明するとともに、

荷主に対して適正な運賃料金やドライバーの労働環境改善等に係る理解と協力を求

めた。（５月１５日） 

・標準的運賃に係る運輸支局への届出方法、原価計算の算出方法や標準的運賃の活用

方法、及び計算シートの利用方法等に関する会員事業者からの相談窓口を設置した。 

・都道府県トラック協会と連携を図り、標準的運賃の周知活動を展開した結果、令和

８年３月末までに３６，２９６件（会員事業者の８９．７％）の届出があった。 

・個別の事業者が抱える運賃交渉に関する課題の解消を図るため、運賃交渉ができな

い（引き上げできない）会員事業者向けの「運賃交渉相談会」を実施し（１２協会  

１２回３８事業者に実施）、都道府県トラック協会に対して費用の助成を行った。 

・標準的運賃におけるトラック搭載型クレーン車輸送の割増率の設定に向けて、会員

事業者を対象に調査を行った。その結果、６月に国土交通省から「３割増」とする通

達が発出された。 

・各事業者が取引先との間で共存共栄のパートナーシップを構築することを宣言する

「パートナーシップ構築宣言」について、物流政策委員会等の機会を通じて、会員事

業者に宣言を促す周知を行い、トラック運送業において宣言した登録事業者数の拡大

を図った結果、運輸業・郵便業は２,６６０社となった。 

 

（５）交通事故防止、飲酒運転根絶及び労災事故防止の推進 

 

①事業用トラックによる交通事故実態の把握と要因分析及び事故防止対策の啓発 

 

・令和７年中における事業用トラックが第１当事者となる死亡事故件数は １８８件

と対前年に比べ１２件の減少となった。 

・令和３年３月に策定した「トラック事業における総合安全プラン２０２５」で定め

た事業用トラックを第１当事者とする死者数と重傷者数の合計を車両台数１万台

当たり「６．５人以下」とすることを各都道府県（車籍別）の共有目標に、事故

防止セミナー等による啓発や安全装置の普及などハード・ソフト両面での事故防

止対策に努めた。 
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・「トラック事業における総合安全プラン２０２５」の目標を達成するため、事業用

トラックが第１当事者となる死亡・重傷事故の約４割を占める交差点事故実態の

周知と併せ、使用過程車に取り付け可能な左折巻き込み事故防止装置の普及・啓

発に努めた。 

・「トラック事業における総合安全プラン２０２５」の周知と交差点事故や追突事故

の防止を図ることを目的に、「プラン２０２５目標達成セミナー」を実施し、座

学とグループ討議で構成する「フルセミナー」を３６協会延べ３７回、更に事業

用トラック１万台あたりの死者・重傷者数の多い都道府県を中心に主にドライバ

ーを対象にした「出前セミナー」を３協会延べ９回開催した。 

・ＮＰＯ法人いのちのミュージアムと連携し、事故防止セミナーの開催に併せて１４

協会延べ１５回「生命のメッセージ展」を併催し、人命の尊さを啓発した。 

・日本自動車会議所主催「交通アクション２０２５」に上記ＮＰＯ法人と連携して

「生命のメッセージ展」を出展し、一般の来場者に対して、当協会の交通事故防

止への取り組みのＰＲを図った。 

・また、当年度の事業用トラックに係る発生地別交通事故情報を、「死亡事故」「死

亡・重傷事故」のそれぞれの切り口で集計するとともに、前年度の車籍別、発生

地別、車両区分別、道路区分別等詳細に交通事故実態を同じく２つの切り口で分

析・把握し、全ト協のホームページ上などでの広報啓発に努めたほか、春・秋の

全国交通安全運動などにおいて、事業用トラックが惹起する交通事故の特徴を掲

載したポスター等を制作し、事業用トラックが関係する交通事故防止対策の取り

組みを促進した。 

・大型トラックの車輪脱落事故が多発していることを受け（一社）日本自動車工業会

と連携し、適切な点検整備の実施を呼びかけるチラシを「広報とらっく」に同封

し配布した。 

・車輪脱落事故防止を図るため、適正な手順と方法によるタイヤ交換作業及び交換後

のトルク・レンチによる増し締め、日常点検及び定期点検の確実な実施方法を啓

発するリーフレット「ストップ 重大事故～さらに減らそう車輪脱落事故～」を作

成・配布した。 

・車輪脱落事故で、左側のタイヤが外れる事故の要因として、ＪＩＳ方式からＩＳＯ

方式への変更に伴いタイヤ取り付けナットの締め付け方向が右ネジとなったこと

も起因している可能性があることを踏まえ、ネジの締め付け方向の影響を定量的

に検証すべく、「大型車脱輪事故の原因究明のための基礎実験」を実施した。 

・車輪脱落事故防止に向けて効果的な取組を実施した１０協会に対し助成を行った。 

・交通安全に対するトラック運送事業者の意識の定着を図るため、１９協会における

事故防止大会実施に対する助成を行った。 

・平成２９年に作成した「事業用トラックドライバー研修テキスト」について、最新

の統計データに更新するとともに、改正された関係法令等の改正内容を盛り込み

改訂した。 

・安全教育訓練の受講者９９０名に対する助成を行い、受講の促進を図った。 

・トラック運送業界における交通事故防止の気運醸成に向けた取り組みを強化するた

め、国が展開している「春・秋の全国交通安全運動」の実施に合わせて、令和７

年度より４月１０日及び９月３０日を「事業用トラックの交通事故ゼロを目指す

日」と定め、これに伴うチラシを作成して会員事業者に配布し周知を図った。 
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②飲酒運転根絶に向けた取り組みの強化 
 

・令和６年１０月に飲酒運転等の行政処分が強化されたことを受け、飲酒運転による

事故実態に即した実効性のある飲酒運転防止対策マニュアルの改訂版を作成・配布

した。 

・飲酒運転による人身事故件数が増加していることを受けて、トラック運送業界全体

として更に飲酒運転根絶に向けた取り組みを強化することを目的として、令和８

年２月４日開催「第１２６回交通対策委員会」において飲酒運転根絶に向けたト

ラック運送業界の取り組み強化について」を決議し、広報とらっく等により全会

員事業者にさらなる飲酒運転根絶に向けた諸施策の周知徹底を図った。 

・トラックドライバーへの飲酒運転しないことの宣言書署名等飲酒運転根絶に向けた

各都道府県トラック協会の取り組み事例を取りまとめ、ホームページへの掲載等

情報の共有化を図った。また併せて、各協会が実施する署名活動のサンプル様式

をＨＰに公開した。 

・飲酒運転根絶に向けて効果的な取組を実施した１４協会に対し助成を行った。 
 

③安全対策機器等の普及促進 

・後方視野等確認支援装置、アルコールインターロックなど安全対策機器に対する以

下の導入助成を行い、交通事故防止に有用な機器の普及促進を図った。 

後方視野確認支援装置      １０，０８５台 

側方衝突監視警報装置          ８８台 

アルコールインターロック装置       ２５台 

携帯型アルコール検知器      ２，０２３台 

    大型車用トルク・レンチ        ５１２台 

 

・令和６年度より助成対象機器として追加した側方衝突監視警報装置について、運転

者目線にあった更なる実用的な機器とするため、安全装置等助成対象基準の改訂を

行った。 

 

④運行管理の高度化への対応 

 

・デジタル式運行記録計等の高度化に合わせ、国土交通省が行う「運行管理の高度化

に対する支援」事業を会員事業者等に周知するなどＩＴ機器等を活用した高度な

点呼システムの普及拡大を図った。 

  ・国交省の点呼告示通達（令和７年４月３０日）により「業務後自動点呼」に加え、

「業務前自動点呼」、「事業者間遠隔点呼」が認められたことを受け、「自動点呼、

遠隔点呼、IT点呼などの違いをポイント解説！」リーフレットを作成し、点呼制度

の違いについての理解促進のための周知を図った。 

  ・トラック運送事業の関係法令の改正等を受け、最新の法令に対応した「運行管理と

安全マニュアル」を作成し、交通事故防止と輸送品質の向上の一助とするための周

知を図った。 
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⑤「運輸安全マネジメント」の普及拡大                     

 

・「運輸安全マネジメント」について、理解促進及び積極的な取組の推進を図るた

め、ホームページや広報とらっくにて周知を図った。 

 

⑥駐車問題見直しへの対応 

 

・令和５年２月に警察庁から各都道府県警察に発出された「貨物集配中の車両に係る

駐車規制の見直しに向けた継続的な取組の推進について」通達に基づき、全ト協と

都道府県トラック協会が連携して駐車規制の更なる見直しに向けた要望等につい

て情報収集等に努めた。 

・令和６年６月２１日に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき見直された貨

物集配中の車両に係る駐車規制の全国統一基準が警察庁から令和７年３月３１日

に発出され、令和７年７月までに各都道府県警察において対応が進められること

となったことを受け、駐車許可や除外措置の運用見直しについて周知した。 

 

⑦全国トラックドライバー・コンテストの実施 

 

・安全意識並びに運転技能の向上を図るため「第５７回全国トラックドライバー・コ

ンテスト」を１４６名の参加者により実施した。 

・「全国トラックドライバー・コンテスト」の競技のポイントを解説する動画を活用

し、中小の事業者などに所属するドライバーの参加意欲向上を図るための周知を図

った。 

・過去のトラックドライバー・コンテスト学科競技の問題と解答をホームページに掲

載するとともに、日頃の業務にも役立つトラックに特化した「使用過程車（トラッ

ク）に適用される保安基準の概要」などトラックドライバー・コンテストでも活用

できる参考資料の周知を図り、競技の参加がしやすい環境整備に努めた。 

 

⑧過労死等防止対策の推進 

 

・「過労死等防止計画」の具体的な行動計画に基づき、健康管理対策を中心とした緊

急対策の実施を推進したほか、有識者等を交えて「労働安全・災害防止小委員

会」を開催し、取組の成果を各種指標から検証した。 

・過労死等防止対策を取りまとめた啓発資料等を活用した「過労死等防止対策セミナ

ー」を３１協会において延べ３４回開催し、１，１６６名が受講した。 

 

⑨健康状態に起因する事故及び健康増進・メンタルヘルス対策の推進 

 

・国土交通省が作成した「脳血管疾患対策ガイドライン」（平成３０年２月策定）及

び「心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン」（令和元年７月策定）、「視野障害対

策マニュアル」（令和４年３月策定）について、事業者等への周知を図るととも

に、健康起因事故防止対策の取組を推進した。 
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・ドライバーの健康管理業務をより適切かつ円滑に進めることができるよう、トラッ

ク運送事業に特化した健康管理の手引き書として作成した「トラック運送事業者

のための健康起因事故防止マニュアル」を令和６年８月に改訂し、セミナー等で

配布した。 

・健康起因事故の原因となる脳・心臓疾患の早期発見には、点呼時の血圧測定が有効

であり、平成３０年度にスタートした「血圧計導入助成事業」を継続し、２，５

４３台に対する助成を行った。 

・恒久的措置が講じられた運輸事業振興助成交付金支出による定期健康診断の受診促

進と併せ、中小トラック運送事業者の定期健康診断後のフォローから事後措置を

サポートするために構築した「運輸ヘルスケアナビシステム」の利用拡大に努め

た。 

・「運輸ヘルスケアナビシステム」の普及を図るため、「健康管理セミナー」を２７協

会において延べ２８回開催し、１，１６５名が受講した。 

・ドライバーの睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）スクリーニング検査の受検者４３，３

３１名に対する助成を行った。 

・ＳＡＳスクリーニング検査の普及を図るため、ＳＡＳスクリーニング検査の重要性

と助成制度について説明したリーフレットを作成し配布した。また、「睡眠時無呼

吸症候群（ＳＡＳ）対策セミナー」をオンラインで開催し、合計２２６名が受講

した。 

・「過労死等防止対策セミナー」等を通じ、メンタルヘルス対策強化について普及・

啓発を図るとともに、有識者を交えた「労働安全・災害防止委員会」において、

精神疾患による過労死事例の分析を行い対策の検討を行った。 

・トラックドライバーの健康増進に必要な運動や睡眠、医療機関のかかり方や服薬の

方法、更にお口の健康について、身近な気づきや実践的なアドバイスを短くまと

めた動画「ドライバーの押さえておきたいヘルスケアポイント」（全８回）を制作

し公開した。 

 

⑩労働災害防止、荷主対策の推進 

 

・荷主先を含めた労働災害の発生状況等の実態を調査・分析、把握するため、陸上貨

物運送事業労働災害防止協会等関係機関と連携を図り、第１４次労働災害防止計画

（２０２３～２０２７年度）を踏まえた労働災害防止を図るため、「陸上貨物運送

事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の周知・徹底を図った。 

・令和７年６月からの改正労働安全衛生規則により熱中症対策が義務化されたことを

受け、熱中症のおそれのある者に対する処置方法等を記載したチラシや「STOP！熱

中症」のステッカーの配布による周知・徹底を図った。 

 

（６）トラック・物流ＧメンとＧメン調査員の連携による荷主対策の深度化の推進 

 

①トラック・物流ＧメンとＧメン調査員の連携による荷主対策の深度化の推進 
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・長時間の荷待ち、契約にない附帯業務の強要などの違反原因行為等を行っているお

それのある荷主情報を収集するため、広報とらっく等を通じて、国土交通省が設置し

た「輸送・荷待ち・荷役などに関する輸送実態把握のための意見等の募集窓口」の積

極的な情報提供を呼びかけた。 

・長時間の荷待ち、契約にない附帯業務の強要などの違反原因行為等を行っているお

それのある荷主情報を収集し、トラック・物流Ｇメン監視強化月間におけるトラッ

ク・物流Ｇメンによる荷主への働きかけ・要請・勧告につなげるため、国交省実施の

全事業所約８３,０００所を対象とした荷主における違反原因行為のアンケート調

査に協力した。 

・国土交通省では、１０月・１１月を「集中監視月間」と位置付け、適正な取引を阻害

する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を抜本強化し、３６３件の「働

きかけ」と７件の「要請」を実施した。加えて、過去に「要請」を受けたにもかかわ

らず、依然として違反原因行為をしている疑いのある着荷主（大黒天物産）に対し、

「勧告」を実施した。なお、Ｇメン調査員は全国で５０件の荷主等の違反原因行為に

該当すると考えられる情報を収集し、運輸支局へ通知した。 

・また、１０月２８日、２９日の２日間において、荷主の本社や着荷主の多い東京に全

国のトラック・物流Ｇメンが集結し、公正取引委員会と共に実施した大規模荷主パト

ロールにＧメン調査員も参加し１２０社の荷主等へ周知啓発を実施した。 

 

（７）燃料高騰対策等の促進 

 

①燃料高騰対策の推進 

 

・急激な円安進行の影響等によりかつてない軽油価格の高止まりが続く中、荷主等へ

の燃料価格高騰分の転嫁も進まず、事業存続の危機に直面している業界の窮状を訴

え、燃料価格高騰対策の実現に向け、片山さつき財務大臣、林芳正総務大臣（１０月

２９日）、自由民主党トラック輸送振興議員連盟（１１月６日）、自由民主党予算・

税制等に関する政策懇談会（１１月１２日）、立憲民主党 税制改正に関する関係団

体ヒアリング（１０月３１日）、公明党トラック議員懇話会（１１月１１日）、国民民

主党税制調査会（１２月１日）に対して、軽油引取税の暫定税率廃止や燃料価格高騰

への支援などについて、政府及び与野党の国会議員等に対して積極的に要望活動を

行った。 

・１１月５日の自由民主党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、公明党及び日本

共産党の６党間での合意に基づき、軽油引取税の当分の間税率を令和８年４月１日

に廃止するとされた。また、急激な価格変動による流通の混乱を防ぐため、軽油引取

税の暫定税率と同水準まで段階的に補助金が拡充されることとなった。 

    ・エネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた

地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を

実施できるよう、令和７年度補正予算において、「物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金」（重点支援地方交付金）の推奨事業メニュー分が２兆円追加計上され、物

価高騰の影響を受けた事業者に対する「地域公共交通・物流や地域観光業等に対する
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支援」が示された。全ト協及び都道府県トラック協会における要望活動の結果、全国

３４都道府県、７６市区町村において、運送事業者における燃料費購入等に対する支

援が行われた。 

 

〇燃料価格高騰等経営危機突破総決起大会について 

・中東情勢の緊迫化により原油価格の急騰並びに燃料供給のひっ迫を受け、全日本ト

ラック協会を先頭に、全国ハイヤー・タクシー連合会並びに日本バス協会と合同

で、経営危機の突破に向けて、３月２７日、「燃料価格高騰等経営危機突破総決起

大会」を開催した。 

【燃料価格高騰等経営危機突破総決起大会の概要】 

 ○日  時：３月２７日（金）１１：００～１２：００ 

 ○場  所：自民党本部・８階ホール 

 ○主  催：全日本トラック協会、全国ハイヤー・タクシー連合会、日本バス協会 

 ○参 加 者：約６５０名 

       ・トラック事業者、タクシー事業者、バス事業者 

       ・国会議員（自民党トラック輸送振興議員連盟、自民党タクシー・ハ

イヤー議員連盟、自民党バス議員連盟 所属議員） 

・関係労働組合（連合、運輸労連、交通労連、建交労、全自交労連、 

私鉄総連） 

・関係省庁（国土交通省、経済産業省、資源エネルギー庁、公正取引 

委員会、農林水産省） 

 ○決議内容： 

・「軽油を安定的に確保できる環境の整備」 

・「軽油・ＬＰガスの緊急的激変緩和措置の継続」 

・「燃料価格高騰分の転嫁と燃料サーチャージの周知徹底」 

・「軽油価格カルテルに対する徹底的な事実解明」 

 

・大会終了後、坂本克己最高顧問、寺岡洋一会長が、バス、タクシーの代表とともに

国土交通省を訪れ、金子恭之国土交通大臣に上記大会で採択した決議文を手交し

た。 

・また、３月３１日、坂本克己最高顧問が赤澤亮正経済産業大臣に対し、総決起大会

の開催や採択した決議の内容について報告した。 

・３月２７日、国土交通大臣、中小企業庁長官、公正取引委員会委員長連名により、

これまで他業種と比べて価格転嫁が進んでいないトラック運送業において、運賃交

渉・運賃改定の促進や燃料サーチャージ制度の導入などにより、今般の燃料価格の

変動分も含め、荷主・元請事業者等に対する構造的な価格転嫁を実現することが不

可欠であることを鑑み、①運送受託者（実運送事業者等）との適切な協議による価

格決定、②燃料サーチャージ制の導入について、荷主・元請事業者に配慮を求める

「燃料価格高騰時におけるトラック運送業の価格転嫁の徹底について（要請）」が

荷主関係団体に対し発出された。 
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②自家用燃料供給施設整備支援助成事業及び燃料費対策特別融資等の実施 

 

・自家用燃料供給施設整備支援助成事業として、自家用燃料供給施設（燃料タンク）の

新設又は増設を行う事業者に対し、新設２１件、増設２件の助成を行った。 

・燃料費対策として、中央近代化基金「燃料費対策特別融資」を実施、公募枠４０億円

に対して、２８件の推薦決定を行った。 

・各都道府県信用保証協会のセーフティネット保証等の保証を受ける際に支払う保証

料の助成事業については、助成を行う都道府県トラック協会に対して８２件の助成

を行った。 

 

③石油製品価格動向調査の実施 

 

・石油製品価格の動向を調査するとともに、石油製品及び石油製品間の需給動向や 

価格の変動要因について分析を行い、対応策を検討した。 
 

（８）多様な施策による良質なドライバーの人材確保及びマナー教育の推進 

 

①若年層、女性及び高齢者の採用等を含めた労働力確保及び育成教育・定着対策の推進 

 

・若年ドライバー確保のため、１９歳で大型免許取得が可能となる「特例教習」の受講、

「準中型免許」取得および５トン限定「準中型免許限定解除」に係る費用助成を４２

７件行った。 

・会員事業者のドライバー採用促進に資するため、事業者が無料で自社採用ホームペ

ージを作成・提供する求人情報サイト構築事業を実施した。事業者が自社採用ホーム

ページを作成するために必要な操作方法について案内するとともに、会員事業者の

求人情報を都道府県ト協ごとのランディングページに掲載、全ト協、国土交通省トラ

ガールサイト及び国土交通省ブランディングサイトとのリンクを構築して求職者の

利便性を高めた。 

・トラック運送業界における若年層の人材確保対策の促進を図るため、全ト協ホーム

ページにインターンシップ登録サイトを設け、会員事業者及び高等学校以上の教育

機関に周知を図るとともに、学生のインターンシップを実施した会員事業者の受け

入れに係る費用（２６件）を助成した。 

・人材採用や定着に向けた職場環境の整備、また働き方改革へ対応した実務等を主な

カリキュラムとする「トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナ

ー」を３０協会３１ヶ所で開催し、経営者・人事担当者など９２４名が受講した。 

・学生等に対するトラック運送業界の理解促進と人材確保を実現するため、各都道府

県トラック協会が実施した出前授業や業界説明会等の人材確保に関する費用につい

て、２０協会に対して助成を行った。 

・若年労働者の雇用確保のための、トラック運送業界の仕事や魅力を学生等に伝える

「TRY!TRUCK!!TRANSPORT!!!」を３４，０００冊作成、全国のトラック運送業界への

就職者の多い高等学校２，２５２校、インターンシップ参加登録事業者及び各トラッ

ク協会に配布し、活発な採用活動を促した。 
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・即戦力として期待される退職自衛官に関する事業者からの求人については、都道府

県トラック協会を通じて自衛隊地方協力本部等へ提出する枠組みを平成２７年度よ

り開始し、令和７年度は１１協会２１４名の求人票を自衛隊各方面に提出した。 

 

②特定技能制度による外国人ドライバーの円滑な受入れに向けた対応 

 

・特定技能制度に関する説明会を要望のあった各都道府県トラック協会において開催

し、特定技能制度の周知を図った。 

・日本国内での運転業務に必要な日本の運転免許への「外免切替」について、円滑に切

り替えが図られるよう、指定自動車教習所等が実施する講習費用の助成を（３協会

８名分）行った。 

・倉庫内作業の人材不足に対応するため、関係機関との連携・調整した末、令和８年１

月２３日の閣議決定により、「物流倉庫」が「特定技能（１号）」と「育成就労」制度

に分野追加された。 

 

③ドライバーの社会的評価の向上に向けた対応 

 

・荷主や一般消費者からのドライバーに対する暴言や、契約に無い過剰な要求、業務に

対して不当な言いがかりや悪質なクレームをつけたりするカスタマーハラスメント

の被害を防止するため、事業者、労働組合、消費者団体、関係行政を構成員とした「ド

ライバーの社会的な評価の向上に係る検討委員会」を設置し、各事業者が取り組むカ

スタマーハラスメントへの対応策をとりまとめるとともに、ドライバーの社会的評

価の向上に向けて、事業者やトラック協会が取り組むべき事項について整理した。 

・カスハラ撲滅のための「対策啓発動画」を「全ト協公式 YouTubeチャンネル」に公開

するとともに、カスハラから従業員を守るためのツールとして、事業者内向け「ポス

ター」と、荷主への注意喚起を促す素材として「チラシ」を作成、関係各所に配布し

た。 

 

④ゴミのポイ捨て根絶 

 

・５月をトラック運送業界の「美化月間」とし、ゴミの不法投棄（ポイ捨て）対策と

して「ゴミは持ち帰ろう！」キャンペーンを全国で取り組むことにより、トラック

運送業界が一丸となって社会問題となっているゴミのポイ捨て対策に真摯に向き合

っていることを示した。 

 

⑤事業後継者等の育成 

 

・将来のトラック運送業界を担う優秀な経営人材を育成するため、物流経営士の認定事

業を実施、令和７年度は新たに９１名（東京都トラック協会認定講座修了２７名、愛

知県トラック協会中部トラック総合研修センター認定講座修了６４名）を認定、令和

８年３月末現在で合計２，４７４名の物流経営士を数えるまでに至った。 

・物流経営士資格認知度向上のため、全ト協ホームページに認定者名簿を掲載するほか、

「広報とらっく」においてＰＲした。 
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・優秀な管理者を育成するため、（独）中小企業基盤整備機構が運営する中小企業大学校

の講座受講（全国９校及び Web校）２７１名に対して受講費用の一部を助成した。ま

た、一部の大学校において、事業経営の改善を目的とした「トラック運送事業経営幹

部・管理者向け講座」を開講した。 

・次世代のトラック運送業界を担う人材を確保・育成するため、物流に関する専門課程

を有する流通経済大学への推薦制度を活用した。 

・全ト協青年部会は「勇往邁進〜つなぐ心、いま未来へ走り出す〜」をテーマに掲げ、諸

活動を展開した。２月１３日に青年部会全国大会を開催、６９７名が参加した。また、

都道府県トラック協会青年組織の代表者が一堂に会する、全国代表者協議会を３回、

正副部会長会議を７回、ブロック大会を全国９ブロックで開催し、事業経営の参考と

なる外部講演など研修を実施した。 

・全ト協青年部会の重点取組である「適正運賃の収受」「物流ＤＸの推進」「災害支援ネッ

トワークの構築」の３項目について、状況把握のための実態調査を行いつつ、災害ネ

ットワークについては、当該取組に賛同した青年部会員を中心に全国マップを作成し

た。 

・青年経営者等による先進的な事業取組に対する顕彰について、令和７年度は３者より

応募があり、審査委員会による審査の結果、銀賞１者：滋賀県トラック青年協議会「親

子で学ぶ生命と交通の未来体験」が受賞した。 

・全ト協女性部会では、全国の女性組織が共通目標を持って活動していくため、スロー

ガン「～輝け！女性のパワー 物流の未来へ～」を掲げ、部会員の活動参加と意識高

揚に取り組んだ。 

・トラック運送事業における女性経営者等の資質向上と連携強化を図るため、９月２６

日に女性部会全国研修会を開催、女性経営者等１２２名が参加した。また、都道府県ト

ラック協会女性組織の代表者が一堂に会する代表者協議会を１回、正副部会長会議を

５回、ブロック研修会を全国７ブロックで開催、講師を招いた研修を実施した。 

 

（９）高速道路料金の割引の拡充及び重要物流道路等広域道路ネットワークの整備など使

いやすい道路の実現 

 

・高速道路料金徴収期限の延長を踏まえた利便性向上策の推進、高速道路料金等の引下

げや物流基盤の整備に関する要望項目について、令和７年度トラック関係施策に関す

る要望活動や全国道路利用者会議と連携した活動を行った。 

 

①大口・多頻度割引の実質５０％の割引への拡充・恒久化 

 

・ＮＥＸＣＯ３社の大口・多頻度割引について、一定額以上利用の場合に、３０,００

０円以下の部分を含め、割引額が割引対象額の５０％となる割引制度の拡充につい

て要望活動を行った。 

その結果、令和７年度末（令和８年３月末）で期限を迎える最大割引率５０％の拡充

措置については、令和７年度補正予算（令和７年１２月１６日成立）において約７８

億円が措置され、ＥＴＣ２.０を利用する自動車運送事業者を対象とした大口・多頻

度割引の最大割引率５０％の拡充措置が令和８年度末（令和９年３月末）まで延長さ

れることになった。 



１７ 
 

・ＮＥＸＣＯが管理する一般有料道路は、一部を除き大口・多頻度割引の対象となっ

ていないため、全ての一般有料道路を大口・多頻度割引の対象に含めるよう、政府・

与党等に対し要望活動を行った。 

 

②高速道路料金の更なる割引等の拡充 

 

・ＮＥＸＣＯ３社における高速道路料金の料金水準（普通区間、大都市近郊区間、海峡

部等特別区間）の引下げ、一定の距離を超えた場合の上限定額制の導入について要望

活動を行った。 

・高速道路料金の車種区分の見直しが検討されていることについて、国民生活と産業

活動を支えるトラック輸送へ十分に配慮するよう要望活動を行った。 

・渋滞対策等に資するため、通行量の少ない高速道路の料金を割り引くなど交通流動

の最適化を目指す料金・割引制度の設定、山陽道の利用の偏りを中国道に分散する料

金割引の設定について要望活動を行った。 

・首都高速、阪神高速及び名古屋高速における高速道路料金の割引制度の拡充に向け、

大口・多頻度割引５０％枠の設定、深夜割引３０％の導入、ＮＥＸＣＯの走行距離と

合算した長距離逓減割引の導入等について要望活動を行った。 

・本四高速における高速道路料金の割引制度の拡充に向け、大口・多頻度割引５０％枠

の設定、深夜割引の導入、ＮＥＸＣＯの走行距離と合算した長距離逓減割引の導入等

について要望活動を行った。 

・福岡及び北九州都市高速道路における高速道路料金について、ＮＥＸＣＯとの管理

主体を超えたシンプルでシームレスな料金体系とするため、対距離制・５車種区分に

一元化することについて要望活動を行った。 

・現行の距離制料金では、地方と大都市圏の間において高い料金負担が求められるた

め、定額制料金制度の是非を検討することについて要望活動を行った。 

・全国２９箇所の道の駅で社会実験が行われている高速道路の一時退出を可能とする

措置の拡充について、トラックステーションや中継物流拠点も追加するよう要望活

動を行った。 

 

③「重要物流道路」の追加指定や機能強化の推進 

 

・「重要物流道路」の更なる拡充や機能強化の推進に向け、国土交通省道路局長に対し

て、１８区間（事業区間５区間、供用区間１３区間）の追加指定、および指定区間の

早期完成・供用について要望活動を行った。（令和８年１月１５日） 

 

④高速道路等ネットワークの積極的な整備推進及びミッシングリンクの解消 

 

・トラック輸送ニーズに対応した、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保する

ため、高速道路ネットワークの整備推進及びミッシングリンクの解消について要望

活動を行った。 

 



１８ 
 

⑤高速道路における暫定２車線の４車線化など安全対策及び渋滞対策の推進 

 

・より安全に高速道路を利用し、輸送時間の短縮等高速道路の持つ効果が最大限に発

揮されるよう、暫定２車線区間の４車線化について、スピードアップするよう要望活

動を行った。 

 

⑥ＳＡ・ＰＡ、道の駅における駐車スペースや休憩・休息施設の整備・拡充 

 

・各都道府県トラック協会の会員事業者を対象に駐車スペースの改善箇所等アンケー

トを実施し、その結果を踏まえ、令和８年度トラック関係施策に関する要望活動や全

国道路利用者会議と連携し、用地拡張や高層化など実現可能なすべての手段を講じ

た整備・拡充の要望活動を行った。 

  その結果、ＳＡ・ＰＡでは、既存エリア内での小型車マスから大型車マスへの描き換

え等により、全国２３箇所のＳＡ・ＰＡにおいて大型車マス５１０台が拡充された

(見込み含む)。また、道の駅として新たに２駅が登録された。 

・大型車駐車マスの幅については、３.５ｍに拡大するよう要望活動を行った。 

・長距離輸送のトラックドライバーの労働環境改善のため、ＳＡ・ＰＡや道の駅におけ

るシャワーブース、コインランドリー、コンビニエンスストアなどの施設の充実につ

いて要望活動を行った。 

 

⑦トラックステーション等の管理運営・充実 

 

・長距離運行トラックの安全運行管理を目的とした全国２３箇所のトラックステーシ

ョン（ＴＳ）の運営を行い、立寄台数約１６９万台（前年比１．７％減）福祉施設

利用者数約１０１万人（前年比３．６％減）の利用があった。 

・三次ＴＳについては、第４回道路・施設委員会（令和７年１０月１日）にて、管理

を委託している(公社)広島県トラック協会と、廃止に向けて協議を進めることにな

り、この結果、同ト協理事会（令和７年１１月１日）にて、三次ＴＳの廃止はやむ

を得ないと決議された。これを受け、第２１３回理事会（令和７年１２月４日）に

諮ったところ、同ＴＳの廃止が了承され、令和８年３月末日を以て同ＴＳは廃止さ

れた。 

・平成２７年度末に閉鎖した防府ＴＳについては、山陽自動車道のＳＡ・ＰＡにて、

特に夜間において休憩スペースが不足していることから、休憩スペース確保の一助

として、防府ＴＳの再開について検討を開始した。 

・尾道ＴＳ駐車場下の地中には、尾道市、福山市の住民約２万３千世帯が利用する水

道管が埋設されており、すでに５０年以上が経過している。今般、広島県水道広域

連合企業団より、水道管の更新工事を円滑に実施するため、区分地上権を設定させ

てほしいとの要請があり、第５回道路・施設委員会（令和８年２月２４日開催）に

て諮った結果、公共の利益に資する観点からこれを了承することが決議された。今

後、区分地上権設定に向けた各種手続が行われる。 
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・高速道路上のＳＡ・ＰＡ及び道の駅におけるドライバー休憩施設の拡充を図ること

を目的として、設置が必要な場所・施設・設備等の具体案を取りまとめるため、運

輸労連、交通労連、建交労の３労組をメンバーとしたＷＧを設置し、ドライバーア

ンケート調査を実施した。令和７年１１月、集計結果を基に要望書を取りまとめ、

国土交通省道路局へ提出した。 

・ＴＳの運営の改善を図るため、道路・施設委員会委員が各ＴＳを実態調査し、地元

のトラック協会や利用者の意見をヒアリングしながら、ＴＳ管理の効率化や利便性

の向上等に向けた方策を検討した。令和７年度においては、新潟ＴＳ（新潟市西区

山田）、大阪ＴＳ（寝屋川市木屋元町）、名古屋ＴＳ（名古屋市南区藤前）、奈良・

針ＴＳ（奈良市針町）、亀山ＴＳ（亀山市小野町桜口）、金沢ＴＳ（金沢市千木町

ル）、彦根ＴＳ（彦根市鳥居元町むさ満）、岡山ＴＳ（岡山市中区倉富）、浜松ＴＳ

（浜松市中央区流通元町）、東神ＴＳ（大和市上草柳）並びに大宮ＴＳ（さいたま

市西区三橋）にて実態調査を行った。 

 

⑧中継物流拠点の整備・拡充等による中継輸送の推進 

 

・中継輸送はドライバーの労働環境の改善や法令順守に大きく寄与することから、三

大都市圏や地方都市圏といった長距離都市間輸送の中間地点に中継物流拠点を整備

するよう要望活動を行った。 

 

⑨道路通行及び車両に関する制度の簡素化及び規制緩和要望の推進 

 

・特殊車両通行制度の諸課題改善に向け、重量部会、鉄骨・橋梁部会、鉄鋼部会の３部

会合同で検討を行い、国土交通省道路局長に対して夜間通行時間帯条件の更なる緩

和等の要望活動を行った。（令和７年１２月２４日） 

なお、令和６年度の要望結果として令和７年度においては、特殊車両通行制度におけ

る通行時間帯条件の緩和試行の拡大が道路局において検討され、基準緩和自動車認定

制度における速度抑制装置(ＮＲ)機能の一時的解除の取扱いの実施に係るスキーム

が、自工会・車工会との協議を踏まえ決定したほか、制限外積載許可制度における申

請手続の簡素合理化の一環として、同許可申請のオンライン化が実施された。（令和

７年１２月１５日） 

・特殊車両通行許可の手続き等の迅速化に資する道路情報の電子化に向け、国土交通

省道路局道路交通管理課に対して、各都道府県トラック協会の会員事業者から受け

付けた５８８区間の要望活動を行った。（令和７年８月２０日） 

・道路法 車両制限令および道路交通法 道路交通法施行令における高さの一般的制限

値が引き上げられる「高さ指定道路」の追加指定に向け、国土交通省道路局道路交通

管理課および警察庁交通局交通規制課に対して、各都道府県トラック協会の会員事

業者から受け付けた１８８区間の要望活動を行った。（令和７年９月１０日） 

・道路法 車両制限令における総重量の一般的制限値が引き上げられる「重さ指定道路」

の追加指定に向け、国土交通省道路局道路交通管理課に対して、各都道府県トラック

協会の会員事業者から受け付けた３２５区間の要望活動を行った。（令和７年９月１

０日） 



２０ 
 

⑩その他 

 

・特殊車両通行制度及び特殊車両通行確認制度について、国土交通省道路局担当官を

講師に招き、会場及びウェブによる研修会を行った。計２４７名（会場１６名、ＷＥ

Ｂ２３１名）が参加し、法令遵守の徹底等に努めた。 

 

（１０）適正化事業の推進（Ｄ・Ｅ事業所の重点化）による法令遵守の徹底 

 

①Ｄ・Ｅ事業所の重点化等巡回指導による法令遵守の徹底 

 

・巡回指導の効果的・効率的な実施等の観点から、「巡回指導の指針」及び「巡回指導

マニュアル」に基づき、新規事業者、総合評価がＤ・Ｅなど指導の必要性が高い事業

者に重点化した巡回指導を実施し、法令遵守の徹底について指導・啓発を図った。 

・Ｄ・Ｅ事業所に重点化した巡回指導においては、１，１９０対象事業所に対し、９０

６事業所（巡回率７６．１％）に巡回指導を行い、７６９事業所は評価がＣ以上に向

上（改善率６４．６％）し、１３７事業所（残留率１１．５％）は重点化対象に留ま

った。また、巡回指導等に従わない等の事業所については、監査対象として運輸支局

に報告した。 

・以上、今年度は、全国で前年度比１．５％減となる２５，６５９件（事業所）の巡回

指導を実施し、総合評価は、全事業所に占める割合で評価の良いＡ・Ｂ評価は前年度

比１．２ポイント増の７２．３％、評価の悪いＤ・Ｅ評価は前年度比０．２ポイント

減の１．２％となった。 

・法令を遵守しない悪質事業者への早期監査を支援するため、巡回指導結果について、

運輸支局等に適正化情報処理システムを通じた迅速な情報提供を行った。全国の運

輸局・運輸支局にて、巡回指導結果等のシステムに入力された情報が、監査対象事業

所の選定など、業務に活用されている。 

・運輸支局と連携した行政通報事案に基づく速報件数は６３件、新規巡回は７０９件、

労基特別巡回は１７５件と、効果的な指導を行った。 

   また、実運送体制管理簿の作成・情報通知の義務化及び運送契約締結時の書面交付

義務化などについて、関係リーフレット等を用いた周知・啓発を図った。 

  ・巡回指導を通じて、労働保険（労災保険・雇用保険）及び社会保険（健康保険・厚生

年金保険）の未加入や保険料未納事業者に対し、保険制度に関する周知を図るとと

もに、加入や保険料納付の徹底について的確な指導を行った。未加入率は、労働保

険が２．６％、社会保険が３．６％であった。 

・改正改善基準告示等の適用について、巡回指導等を通じて運行管理者等に対し、適切

な労働時間管理が可能な管理ソフトを活用した法令遵守の徹底を図った。 

・令和８年３月末現在の適正化事業指導員数は、専任指導員３３５名、兼任指導員１０

４名、合計４３９名となっており、専任指導員定数３４６名に対して専任者率９６．

８％となった。 

 

 



２１ 
 

②安全性評価事業（Ｇマーク制度）の積極的な推進及び普及促進策の実施 

 

・令和７年度安全性評価事業においては、全国から７，５０４事業所の申請を受け付

け、７，３５６事業所を認定した。既存の認定事業所と併せて、令和７年度末現在、

全国で２９，２５４事業所（全事業所の３４．４％）が「安全性優良事業所」として

認定されている。（車両ベースでは７７３，３００台（全営業用トラックの５２．７％）） 

・Ｇマーク制度に係る評価項目の見直し及び長期認定取得者の差異化を図るとともに、

電子申請を活用し、申請者の利便性向上並びに審査の効率化を図った 

・都道府県トラック協会と連携し、新たに１６台のラッピングトラックを走行させた。

継続して走行しているもの（３４０台）を合わせ３５６台のラッピングトラックによ

りＧマーク制度の認知度アップを図った。 

また、令和７年８月の１週間、集客力の高い大手ショッピングモール（全国２０５箇

所のイオンモール、アリオ他）内フードコートに設置されているデジタルサイネージ

（電子看板）計８３３面を活用し、ＰＲ動画を放映しＧマーク制度の広報啓発活動を

行った。 

・Ｇマーク事業所に対するインセンティブとして、前年度と同様に、国土交通省による

優遇措置（違反点数の早期消去、ＩＴ点呼等の優遇、安全性優良事業所表彰、基準緩

和自動車の有効期間の延長、特殊車両通行許可の有効期間の延長、特定技能外国人の

受け入れ）、全ト協による一部助成事業の優遇措置、一部損害保険会社等による保険

料の割引が実施された。 

・ステッカーの適正な使用については、Ｇマーク申請案内、ポスター、認定事業所への

印刷物による啓発や、各種研修会にて要請を行ったほか、各種印刷物に掲載すること

で更なる啓発を行った。また、有効期間切れ等が確認された場合には、適切に指導を

行った。 

 

③適正化事業指導員に係る研修事業の充実及び更なる資質の向上 

 

・全国研修では、巡回指導の実務に直結した参加・実践型の研修を開催し、実践的な調

査技術や専門的知識の習得、指導能力の向上を図った。 

初級研修（①４月・２６名、②１０月・１６名）では調査手法の基礎的知識の習得を

図り、専門研修（１２月・３４名）では模擬巡回指導による実践的な内容により評価

手法の均一化を図った。 

また、特別研修（１１月に２回・計２８名）では愛知県トラック協会の教育研修施設

である中部トラック総合研修センターにおいて実車を用いた実践的な内容で実施し、

スキルアップ研修（３月・５５名）では貨物自動車運送事業に係る許可申請の概要及

び改正貨物自動車運送事業法等について理解を深めた。 

・運輸局、運輸支局との連携強化を目的とした官民合同の地方ブロック適正化事業指

導員研修を開催し、情報の共有化を図るとともに、指導員相互の意見交換を積極的に

行うとともに、地域の諸課題について討議を行った。 

  北海道(１１月・３８名)、東北(１１月・５２名)、関東（１０月・４７名、３月・  

３０名）、北陸信越(１１月・４２名)、中部(３月・３５名)、近畿（３月・６６名）、
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中国(１０月・４５名)、四国（１月・３４名）及び九州・沖縄(１１月・７３名)の各

ブロックにて開催した。 

・全国研修を補完する小規模グループ研修においては、労基特別巡回集計ソフトの仕

様方法や各実施機関における巡回指導の評価手法などグループ討議等を行い巡回指

導の均一化に向けた取組を行った。今年度は、北海道（６月・２８名）、北東北(６月・

１８名)、南東北（１０月・２３名）、北関東(１１月・３６名)、北陸信越（７月・   

２１名）、中部（１１月・２２名）中国(９月・３１名)、四国（７月・１４名）、北九

州(８月・２９名)及び南九州・沖縄(１２月・１７名)の各地区にて開催した。 

・適正化事業指導員の知識や技能の「見える化」を目指し、「資格取得」に要する費用

を助成する制度を設け、運行管理者資格の取得を推進した。 

令和７年度においては、３３名が受験し、３２名が合格したことから、令和８年３月

末現在、運行管理者資格を有している適正化事業指導員は３１０名（兼任を含む全指

導員の７０．６％）となった。 

 

④Ｇメン調査員に係る研修事業の充実及びＧメン調査業務の積極的な推進 

 

・８年３月末現在のＧメン調査員数は１８２名となっている。 

・新たに選任された調査員を含み調査員の資質向上を図るため、１２月に全国研修を

開催し、国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課がトラック・物流Ｇメンの活動状

況及び荷主への是正指導指針等について説明を行い、全国実施機関はＧメン調査員

が行う調査業務等について説明を行った。 

・令和７年度における巡回指導時等による事業者からの情報収集の結果、違反原因行

為の疑いのある荷主等の情報について、運輸支局へ３９９件報告を行った。 

・トラック・物流Ｇメンと連携し、荷主等に対して違反原因行為の防止・改善について

の周知・協力要請を１，３２７件実施した。 

 

  ⑤地方適正化事業の運営に対する助成 

 

 ・都道府県トラック協会が行う適正化事業の円滑な実施を図るため、運営に対する助

成（８憶９千１００万円）を行った。 

 

（１１）新技術を活用した物流ＤＸ及び効率化の推進 

 

①自動運転及び環境対応車等の次世代新技術への対応 

 

・国の先進安全自動車（ＡＳＶ）推進計画及び隊列走行実現に向けた取り組みに参画す

るなど、より安全性の高い自動車運転技術の普及等に取り組んだ。 

・ドライバー不足や生産性向上等に資する自動運転・隊列走行など新技術を活用した

物流の効率化等の推進について関係機関等と連携しつつ、トラック業界としての要

望活動を展開した。 

・電気トラックや燃料電池トラック等の環境対応車両等次世代新技術車両に係る情報

を全日本トラック協会のホームページにより会員事業者に提供した。 
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②中小事業者に向けた物流ＤＸの推進 

 

・中小事業者のデジタル化を推進するため、「中小トラック運送事業者のためのＤＸ推

進セミナー」を全国２４協会で開催し、経営者、管理者、システム担当者ら４７５名

が受講した。当セミナーでは先行導入事業者のＩＴ活用事例のほか、データの分析に

よる問題点や課題把握の重要性と「見える化」による業務効率化や人材確保等、経営

改善に資する諸施策を紹介した。また、システムベンダー各社による点呼ロボット、

配車・請求管理システムのデモンストレーションを行い、受講事業者にデジタル化を

身近に感じてもらえるよう対応した。 

・令和７年４月施行の改正貨物自動車運送事業法において義務化された運送契約の書

面化および相互交付に対応するため、「運送契約・書面化アプリ」を開発、同年８月

から会員事業者に対して無償提供を開始した。令和８年３月末の登録事業者数は 

９６８者となった。 

・デジタル化を推進するための取組として、中小トラック運送事業者を対象とした「中

小トラック事業者のためのＤＸ推進」や「ＩＴ機器導入事例集」、「各種助成制度」、

「情報セキュリティ情報」を全ト協ホームページに掲載し、周知・共有を図った。 

・輸送効率化とＩＴ化を推進するため、日貨協連が運営する求貨求車情報ネットワー

ク事業「WebKIT2＋」の利用促進周知を図った。また、トラック運送事業者と荷主企

業との適正取引確保のため、日貨協連と連名で WebKITの毎月の成約運賃指数を全ト

協ホームページに公表した。 

 

③総合物流施策大綱に基づく物流ＤＸ及び物流標準化の推進 

 

・国土交通省の「２０３０年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会」に参画し、

馬渡雅敏副会長（物流政策委員長）がトラック事業者の立場から意見を述べた。第９

回検討会において、提言案がとりまとめられた。（６月１３日、７月１０日、７月２

８日、８月２１日、９月１９日、１１月２１日、１月３０日、２月２６日） 

・上記検討会の提言を受けて、２０３０年度までの物流革新の「集中改革期間」にお

いて、将来にわたって物流の持続可能性を確保していくとともに、我が国の成長エ

ンジンや公共性の高いサービスとして物流のポテンシャルを最大限に引き出すこと

を目的として、本物流大綱が目指すべき今後の物流政策を、５つの観点に分類し、

施策を推進する「総合物流施策大綱（2026年度～2030年度）」が３月３１日に閣議

決定された。 

○目指すべき今後の物流政策 

①サービスの供給制約に対応するための徹底的な物流効率化 

②物流全体の最適化に向けた商慣行の見直しや荷主・消費者の行動変容、産 

業構造の転換 

③持続可能な物流サービスの提供に向けた物流人材の地位・能力の向上と労働 

 環境の改善 
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④物流に携わる多様な関係者の連携・協力による物流標準化と物流ＤＸ・ＧＸ 

の推進 

⑤厳しさを増す国際情勢や自然災害等に対応したサプライチェーンの高度化・ 

強靭化 

 

 

【重点施策】 

（１）自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 

 

①自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 

 

・令和８年度トラック関係施策に関する要望項目については、都道府県トラック協会

からの要望事項をもとに、第３回道路・施設委員会（５月１４日）、第１３回税制委

員会（５月２８日）の承認を得て決定し、第２１０回理事会（６月５日）に報告した。

要望項目は以下のとおり。 

 

＜税制改正関連要望項目＞ 

１．自動車関係諸税の簡素化・軽減等 

（１）軽油引取税の暫定税率廃止 

（２）自動車関係諸税の簡素化・軽減等 

（３）走行距離課税の導入反対 

（４）運輸事業振興助成交付金制度の継続 

（５）自動車重量税のエコカー減税の延長 

（６）自動車重量税のＡＳＶ（先進安全自動車）特例措置の延長・拡充 

（７）自動車税環境性能割特例措置の延長 

（８）自動車税種別割のグリーン化特例の延長 

（９）自動車関係諸税における営自格差の拡充 

２．特例措置の延長 

（１）少額資産即時償却の延長 

（２）地方拠点強化税制の延長 

３．その他税制に係る要望  

（１）トラック協会が運営する地域防災・災害対策関連施設等に係る固定資産税の

軽減措置の適用 

（２）自動車重量税の道路特定財源化 

（３）物流拠点の特例措置の適用 

  ＜道路関係要望項目＞ 

１．高速道路料金徴収期限の延長を踏まえた利便性向上策の推進 

２．高速道路料金の引下げ  

（１）料金水準の引下げ（ＮＥＸＣＯ３社） 

（２）車種区分の検討におけるトラック輸送への十分な配慮 

（３）大口・多頻度割引を実質５０％割引に拡充（ＮＥＸＣＯ３社） 

（４）渋滞対策等に資する料金・割引制度の設定（ＮＥＸＣＯ３社、首都高速、阪

神高速） 
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（５）首都高速等における割引制度の拡充 

（６）本四高速における割引制度の拡充 

（７）福岡・北九州圏におけるシンプルでシームレスな高速道路料金の実現 

（８）フェリー等利用に対する補助・助成制度の創設 

（９）その他（定額制料金制度の検討） 

３．物流基盤の整備  

（１）高速道路ネットワークの整備・充実 

（２）休憩・休息施設、中継物流拠点の整備・拡充 

４．特殊車両通行許可に係る諸課題の改善  

（１）車両制限令違反点数制度の改善 

（２）重要物流道路の特殊車両通行許可手続きを不要とする措置の拡大 

（３）申請負担の軽減 

５．その他施策の推進  

（１）高速道路料金等の運賃料金の確実な収受に向けた支援 

（２）冬期における道路交通対策 

（３）自然災害時の高速道路料金 

（４）ＥＴＣ２.０によるサービスの充実 

（５）ＥＴＣコーポレートカードに係る保証額の減額 

（６）ＥＴＣコーポレートカードの走行明細データ提供手数料無料化 

 

  ＜予算・施策関連要望項目＞ 

１．「２０３０年度に向けた政府の中長期計画」への対応にかかる支援  

（１）商慣行の見直しに向けた支援 

（２）物流の効率化に向けた支援 

２．燃料価格高騰への支援 

３．環境・交通安全対策に係る支援 

（１）環境対策及び省エネ対策のための支援 

（２）交通安全対策のための支援 

（３）車両の電動化等に伴う車両総重量等の規制緩和 

４．施策要望 

（１）市街化調整区域に係る法制度の見直し 

（２）被けん引自動車の自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）保険料の見直し 

（３）貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し 

（４）特定技能制度等による倉庫内作業員の外国人材の活用 

（５）能登半島地震の復興に係る支援 

  

〇要望の実現に向けた対応 

 

・総務省「自動車関係税制のあり方に関する検討会」に水野功副会長（税制委員

長）が出席し、自動車関係諸税の簡素化・軽減等の要望について、トラック事業

者の立場から意見を述べた。（８月２２日） 
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・要望活動については、片山さつき財務大臣、林芳正総務大臣（１０月２９日）、

自由民主党トラック輸送振興議員連盟（１１月６日）、自由民主党予算・税制等

に関する政策懇談会（１１月１２日）、自由民主党自動車議員連盟自動車政策懇

談会（１１月１２日）、立憲民主党 税制改正に関する関係団体ヒアリング（１

０月３１日）、公明党トラック議員懇話会（１１月１１日）、国民民主党税制調査

会（１２月１日）など政府及び与野党の関係国会議員等に対し積極的に要望活動

を展開した。 

 

〇要望の結果について 

 

・税制改正の結果は、政府において令和８年度税制改正大綱を１２月２６日に閣議

決定し、税制改正関連法案は３月３１日に国会で成立した。トラック運送業界に

関係する主な内容は以下のとおりであった。 

①１１月５日の自由民主党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、公明党及

び日本共産党の６党間での合意に基づき、軽油引取税の当分の間税率は令和８

年４月１日に廃止されることとなった。 

②走行距離課税については、導入されなかった。 

③運輸事業振興助成法の一部改正案が参議院本会議で可決・成立した。 

④自動車重量税のエコカー減税については、減免区分の基準となる燃費基準の達

成度を引き上げた上で２年延長された。その際、令和９年５月の引き上げに際

しては、激変緩和措置を講ずることとされた。 

⑤側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例措置

の適用期限を令和１０年８月３１日まで延長された。 

⑥自動車税環境性能割は、令和８年３月３１日をもって廃止された。 

⑦自動車税種別割のグリーン化特例の延長については、適用期限が２年延長され 

た。 

⑧少額資産即時償却の延長は、適用要件を見直した上で、適用期限が３年延長さ 

れた。 

⑨地方拠点強化税制の延長は、適用要件を見直した上で、適用期限が２年延長さ 

れた。 

⑩物流拠点の特例措置の適用については、固定資産税及び都市計画税の課税標準 

の特例措置について見直しを行った上で、適用期限が２年延長された。 

 

・令和７年度補正予算は１２月１６日に成立し、トラック関連の主な予算は以下の

とおりであった。 

① 物流の効率化 

② 商慣行の見直し 

③ 荷主・消費者の行動変容等 

④ 財政投融資を活用した物流施設・DX・GX投資の支援 

⑤ 商用車等の電動化促進事業 

⑥ サステナブル倉庫モデル促進事業 
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⑦ 食品等物流合理化緊急対策事業 

⑧ 業務改善助成金 

⑨ 高速道路料金の大口・多頻度割引の拡充措置の延長 

⑩ 災害時における物流・人流の確保（迅速な復旧・復興のための高規格道路の

未整備区間の整備や４車線化等の推進、道路等の防災・減災対策の推進） 

⑪ 通学路等の交通安全対策の推進（高速道路の暫定２車線区間の４車線化等の

推進） 

⑫ 効率的な物流ネットワークの早期整備・活用（三大都市圏環状道路等の整備

推進、安全・円滑な物流等のための道路ネットワーク構築等の推進、ダブル

連結トラックによる省人化、ＳＡ・ＰＡ駐車マス不足の解消） 

⑬ 地域・拠点の連携を促す道路ネットワークの整備（地域・拠点をつなぐ高速

道路ネットワークの構築、スマート ICの活用） 

⑭ 重点支援交付金の追加（推奨事業メニュー：物流に対する支援） 

  

（２）環境・ＧＸ対策及び SDGs 対策の推進 

 

①「環境ビジョン２０３０」の推進 

 

・日本経済団体連合会が主唱する「カーボンニュートラル行動計画」に自主的に参加

し、「トラック運送業界の環境ビジョン２０３０」のメイン目標として掲げた、２０

３０年度を目標とするＣＯ２排出削減に取り組むなど、一層深刻化する地球温暖化

問題に的確に対応した。 

 

②SDGs（持続可能な開発目標）への対応 

 

・「トラック運送業界の環境ビジョン２０３０」の「サブ目標２」に掲げる運送事業者

が自社の事業用トラックのＣＯ２排出量を把握することを目指すために作成した

「ＣＯ２排出簡易算定ツール」について、使い勝手の改善等を図ったＶｅｒ．４をホ

ームページに公表した。 

 

③エコドライブの徹底に向けたＥＭＳ機器等の導入及びアイドリングストップ支援機器の普 

及促進 

 

・エコドライブの徹底を図るため、燃料消費量の削減効果が高いＥＭＳ機器等の普及

促進を図るとともに、荷主との連携による省エネ対策に資するため車両動態管理シ

ステムの普及拡大に取り組んだ。 

・アイドリングストップ支援機器として、ヒーター３２４台、クーラー３６４台の導

入に対する助成を行った。 

 

④GX の実現に向けた環境対応車の普及促進 

 

・環境対応車導入促進事業として、ハイブリッド車５００台、ＥＶ車３２台、燃料電

池車４台、天然ガス車２台に対する助成を行った。 
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・トラック運送事業者に還付措置が設けられていない地球温暖化対策税の代替として、

環境省・経済産業省と国土交通省の令和７年度の連携事業として、以下の事業につ

いて関係者に周知し、ＣＯ２排出抑制に努めた。 

【環境省関連事業】 

○低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業        ２８億３千万円  

○環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業         ２億８千万円 

○商用車等の電動化促進事業               ２４５億３千万円 

【経済産業省関連事業】 

○トラック輸送の省エネ化推進事業             ３１億９千万円 

 

（３）広報媒体を活用した対外的なＰＲ対策の積極的な推進 

 

①日本の経済活動に不可欠なトラック輸送の果たす役割と重要性の理解促進、並びに業界

のイメージ向上を図るため、積極的な情報発信に努め、全国共通のツールを使うなど、多

彩なメディアを活用した広報活動の最適化の推進 

 

・若年者等が多数集う全国９ブロック１１ヶ所の大型ビジョンを活用して、令和６年

度ＣＭ素材（３０秒版）及びアニメ動画「もしもトラックが止まったら」（３０秒版）

を放映し、トラック運送業界のイメージ向上並びに若年労働力の確保のための積極

的なＰＲを行った。 

【札幌：５，０４０回、仙台：３，５００回、渋谷：５，４００回、新宿：５，０４

０回、新潟：２１，０００回、名古屋：６，１２０回、大阪：５，６００回、広島：

５，７６０回、高松：８，７５０回、福岡：１７，２８０回、沖縄：３，６００回放

映、計８７，０９０回放映、延べ５億人視聴】  

・トラック輸送の役割・重要性を訴えるため、動画サイト「YouTube」インストリーム 

  広告にて、アニメ動画「もしもトラックが止まったら」（１５秒版）、令和５年度Ｃ 

Ｍ（１５秒版）、令和６年度ＣＭ（１５秒版）を放映した。 

【表示回数：９，３０３，４３２回、視聴数：５，６５６，４８６回、視聴率：６０． 

８％】  

・７月～３月の９か月間、若年層・ファミリー層にトラック輸送の役割・重要性をアピ 

ールするため、テレビ番組見逃し配信サービス「Tver」にて、「トラック運送事業の

理解促進アニメ」(60秒)を放映した。【表示回数：８９９，０５９回、視聴数：８４

２，４１８回、視聴率：９７．３％】 

・４月１８日～５月１５日の４週間、全国４７都道府県８５ヶ所の映画館にて、トラッ

ク輸送の役割・重要性を訴えるため、「名探偵コナン（隻眼の残像）」を放映前の広告

（シネアド）を活用して、令和６年度ＣＭ素材（１５秒版）を放映した。 

【全国８５劇場にて、計３２，０００回放映、延べ１９２万人視聴】 

・８月１日～８月１４日の２週間、全国４７都道府県８６ヶ所の映画館にて、トラック

輸送の役割・重要性を訴えるため、「劇場版「『鬼滅の刃』無限城編」を放映前の広告

（シネアド）を活用して、令和６年度ＣＭ素材（１５秒版）を放映した。 

【全国８６劇場にて、計１２，０００回放映、延べ１５８万人視聴】  
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・１２月１９日～１２月２５日の１週間、全国４７都道府県４７ヶ所の映画館にて、ト

ラック輸送の役割・重要性を訴えるため、「スートピア２」を放映前の広告（シネア

ド）を活用して、トラック運送事業の理解促進アニメ（６０秒）を放映した。 

【全国４７劇場にて、計２，２０００回放映、延べ１６．２万人視聴】  

・機関紙「広報とらっく」を年２０回＜通常号１９回、号外１回（６月５日号「坂本  

会長 皆さんの力とともに業界の底力で「国政」を動かす！！業界の宿願! スピード

可決！！衆議院可決（５月２７日） 参議院可決（６月４日）」、１回５５，５００部、

年間延べ１１１万部＞発行し、北海道から沖縄県の離島まで日本全国津々浦々でト

ラック運送事業を営む各都道府県トラック協会傘下の会員事業者をはじめ、関係行

政機関及び研究機関等へ配布し、トラック運送業界を取り巻く動向や全ト協の事業

活動、会員事業者の事業経営に役立つ最新情報をタイムリーに提供した。 
・１２月１５日～１月２５日にかけて「広報とらっく」読者アンケート調査を実施。本 

紙を「よく読む」と「時々読む」の回答を合わせると９５％となり、精読率の高 
さが示された。また、「時期に即応した記事が多く、経営者にもドライバーにもため

になっている」、「法令改正の記事は大変に参考になる」などの意見が多数寄せられた。 

・１０月９日「トラックの日」に実施する広報活動で使用するための全国統一ポスタ 

ーデザインを公募し、広報委員会にてグランプリを選定した。同ポスター２，０００

枚を作成し、各都道府県トラック協会に配布したほか、全ト協ホームページや業界専

門紙等に掲載し広くトラック輸送の重要性をＰＲした。また同デザインのクリアフ

ァイルを３０,０００枚作成し、都道府県トラック協会に配布した。また、イベント

掲示用にＢ１版パネル（トラック輸送の役割、安全、環境、人材確保、健康管理、コ

ンプライアンス、適正化事業、緊急輸送、働き方改革）を都道府県トラック協会に貸

し出した。 

・各都道府県トラック協会が実施する「トラックの日」関連事業について、実施に要 

した費用の一部を助成した。【４７協会に助成】 
・ホームページを業界内外に向けた情報発信の基盤的役割を担うツールとして位置づ

け、コンテンツの充実を図るとともに、年間を通じてタイムリーな情報提供を行っ

た。また、さらなる利便性の向上を図るため、スマートフォン対応版のホームページ

を運用している。【年間ページビュー数：４８２万ページ、年間訪問者数：１４０万

人】 
・燃料価格高騰問題などトラック運送業界の課題や取り組み等について、報道機関、研

究機関、団体、学生等からの取材・ヒアリングに積極的に対応した。 
・情報伝達手段の多様化を図り、業界内外に業界の動きやトラック輸送の重要性を発

信するため、幅広い世代に利用されている SNS（LINE、Ⅹ、YouTube）を配信中。 
  【３月末現在登録者数：LINE（１,２９６名）、Ⅹ（９１９名）、YouTube（３，９０

０名）】 
・「ドライバーの社会的評価の向上に係る検討委員会」の提言（令和７年６月）を受け、

広報対策としてカスタマーハラスメント対応に係る啓発動画（本編１７分、ショート

編３０秒）とポスター５８,０００枚（A1判）、チラシ８０,０００枚（A4判）を作成

した。 
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・全ト協公式 LINE に係る友達登録を促す媒体として、カードに IC タグを設定し、か

ざすだけで全ト協公式 LINEにお友達登録可能なカードを１０００枚作成し、都道府

県トラック協会に配布した。  

・全ト協周辺の消火栓標識５本に「トラック運送業はくらしと経済を支えるライフラ

イン」とトラック輸送の役割を伝えるための広告を掲出した。 

       ・国民生活や経済活動を物流面で支えるトラック輸送について、業界内外にその役割、

重要性を訴えるため、様々な場面で活躍するトラックや安全対策や環境対策など業

界・協会の取り組みを動画（15分程度）にまとめ、全日本トラック協会 YouTube公式

チャンネルに掲載した。 

・「交通事故ゼロを目指す日」（4/10、9/30）設定に際しクリアファイルを３０，００

０枚制作し、都道府県トラック協会、トラックステーションに配布した。 
 

（４）大規模自然災害発生時における緊急輸送体制の確立 

 

①大規模自然災害発生時における緊急物資輸送体制の確立 

 

・内閣府及び国土交通省と指定公共機関７社との緊急・救援物資輸送に係る会議を開

催し、緊急・救援物資輸送体制の更なる連携強化を図った。 

・緊急時の通信体制を整備するため、トラック協会と衛星携帯電話の通信テストを実

施した。 

・緊急物資輸送車両への給油施設のネットワーク化の整備・拡充を図るため、新たに

３７か所を追加し、全国で１，０２０か所となった。 

 

②大規模自然災害発生時に備えた災害物流専門家の育成など防災マネジメントの普及 

拡大 

 

・災害物流専門家研修を３２協会で延べ３５回開催し、４７４名の研修修了者に修了

証を交付した。 

・国土交通省が主催する「運輸防災マネジメントセミナー」について、開催日程等を広

報紙及びホームページを通じて会員事業者に周知した。 

 

（５）その他 

 

①引越事業者優良認定制度の推進と消費者サービス向上に向けた支援 

・引越事業者優良認定制度の普及促進を図り、一般消費者の認知度を向上させるため

の積極的な周知活動を行う。 

 

１）引越安心マーク事業者の認定 

・引越事業者優良認定制度開始から１２年目となる令和７年度においては、新規申請

と更新申請の受付を行い、令和７年１２月１７日に４２事業者（１２７事業所）を新

たに「引越安心マーク事業者」として認定した。 
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・既存の認定事業所と併せて、令和７年度の認定事業者合計は３４９事業者（１，６７

４事業所）となった。 

２）引越事業者優良認定制度の周知活動 

・「引越安心マーク」ラッピングトラックを事業者の協力を得て、令和７年度に新たに

４台を追加し、計２７台走行させ、「引越事業者優良認定制度」（引越安心マーク）の

周知に努めた。 

・東京都が行う「東京都消費者月間事業 見て、聞いて、話そう！交流フェスタ ２０

２５」に出展し、展示、チラシの配布、引越クイズの実施などにより、直接消費者に

ＰＲを行った（開催期間：令和７年１０月２４日～２５日、来場者数：１６,０００

名 全日本トラック協会ブース来場者：約３２０名）。 

・東京都文京区が行う「消費生活展」に出展し、ポスター展示、パンフレット・ノベル

ティの配布を行い、２日間で約６１２名が来訪した。（開催期間：令和８年２月６日

～７日） 

・引越安心マークの認知度向上のため令和７年４月と、引越件数が増加する時期（３

月、４月）に向けて、１２月から３月まで「検索サイト Yahoo!」「Instagram」「Google」

において、「引越安心マーク」のバナー広告を行った。また、テレビ局や新聞社から

の取材へ対応し、「引越安心マーク」の周知に努めた。 

・経団連等の全国事業者団体に対して、引越安心マークの周知と「分散引越」の協力要

請を行った。 

３）引越事業者優良認定制度認知度調査の実施 

・引越事業者優良認定制度と引越安心マークに対する一般消費者の認知度ＷＥＢアン

ケート調査を行った（令和７年５月）。全国１８～６９歳の男女（引越事業者で引越

を行った 5千人）を対象に、「引越安心マークを見たり聞いたりしたことがある」と

いう回答は３３．０％、「今後、引越するとしたら引越安心マークを参考とする」と

いう回答は７２．６％であった。 

・引越の満足度についての調査では、引越安心マーク事業者での引越は「満足している」

が８０．４％であり、事業者全体での引越時の「満足している」の６２．５％を大き

く上回る結果であった。 

４）輸送相談窓口業務 

・輸送相談窓口への相談件数は総数６６０件（対前年８件増）であった。うち引越に関

する相談は５９５件（対前年６件増）、そのうち引越安心マーク事業者に関する相談

は３６０件（対前年３６件減）であり、宅配便に関する相談は３０件（対前年３件減）、

その他一般貨物等に関する相談は３５件（対前年８件増）であった。 

 また、引越安心マーク事業者への調査依頼は６７件（対前年６件減）であった。 

５）引越安心マーク事業者お客様対応責任者研修会議の開催 

・引越安心マーク事業者が消費者苦情に適切に対応することを目的に、各社のお客様

対応責任者を対象とした研修会議を開催した。令和７年度は、１部「最近の引越業界

や引越安心マークの課題について」と、２部「カスタマーハラスメントへの対策と 

自社ガイドライン作成の手引き」を行い、１部では令和７年４月に施行された「標準

引越運送約款」を周知した他、引越トラブルになりやすい輸送相談事例について再発

防止策等を検討した。また、２部では、カスタマーハラスメントへの対応について具
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体的事例を基に対応策の検討を行った他、カスタマーハラスメントの対策情勢（行政

等）や、令和８年施行される改正労働施策総合推進法でカスタマーハラスメント対応

が企業へ義務化されるため「企業としてのカスタマーハラスメントへの対策や対応」

について周知した。 

・会場開催は、全国９ブロックで合計１２回開催した。また、リモート開催は、１２回

開催し全認定事業者の担当者が参加した。 

６）引越講習の実施 

・引越事業者優良認定制度における引越講習である引越基本講習および引越管理者講

習を各都道府県トラック協会にて実施した。引越基本講習では、「引越業界の現状」

「引越の下見・知識とクレーム対応」「引越作業と接客マナー」「引越運賃・料金」「標

準引越運送約款等の知識」を項目とし、開催数は４６回、受講者数は５０９名であっ

た。また引越事業者優良認定の資格要件である引越管理者講習においては、「標準引

越運送約款」「引越にかかる輸送相談」「引越関係法令」「紛失、毀損、遅延に係わる

賠償の対応」を内容とし、５２回の開催で１，０６０名の受講者であった。 

７）標準引越運送約款に基づく消費者トラブル防止への取り組み 

・令和６年４月に施行された貨物自動車運送事業法及び貨物自動車運送事業法施行規

則、令和７年４月に施行された標準引越運送約款について、引越講習並びにお客様対

応責任者研修会議で周知した。 

・引越講習（引越基本講習・引越管理者講習）において、標準引越運送約款に基づいた

下見の実施と見積書の作成及び見積り時の標準引越運送約款の提示を徹底するよう

周知した。 

８）分散引越 

・引越繁忙期において、引越利用者に対し、分散引越に係るご協力をお願いするため

に「分散引越にご協力を！」チラシ（１８万枚）を作成し、都道府県トラック協会や

引越運送事業者（優良認定事業者）、荷主団体（２１９団体）、関東甲信の「道の駅」

（１８８ヵ所）へ配布した。また国土交通省（地方運輸局・運輸支局）を通じ、引越

利用者に対する分散引越への協力を依頼した。 

また、引越の取扱件数が増加する時期に合わせて、分散引越のバナー広告を検索

サイト「Yahoo!」（令和 8年 1月 4日～令和 8年 3月 28日）・「Instagram」（令和 8年

3 月 1 日～令和 8 年 3 月 28 日）に掲載し、一般消費者に対して分散引越の周知に努

めた。 

 

②全ト協・都道府県トラック協会の会員及び役職員等に対する研修の充実及び能力の

開発 

 

・新規に採用された全ト協・都道府県トラック協会の若手職員等に対して、トラック運

送業界の基本的な知識の習得や現場研修を通じて職員として必要な能力を身につけ

るための研修を実施した。（令和７年４月開催 ２４協会、４２名参加）また、能力

の向上を図るためキャリアアップ制度等に関わる検討を行った。 
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③海外関係団体・関係機関との交流の促進 

 

・令和７年６月９日に中国交通運輸部から８名の視察団を受け入れ、日本のトラック

運送業界の現状と課題等について説明し、活発な意見交換を行った。 

 

④庶務関係事項 

 

・①優秀運転者等の表彰、②正しい運転・明るい輸送運動による表彰、③業界の永年勤

続功労者に対する感謝・表彰、④トラック輸送において優れた業績に対する鈴木賞等

を実施する。開催する会議は、①通常総会（６月）、②事業者大会（１０月）、③理事

会（６月、７月、１２月、３月）、④常任理事会（７月）、⑤正副会長会議（必要によ

り随時）、⑥各委員会（必要により随時）を開催した。 

・公益法人制度改正に対応するため、外部理事・外部監事の選任を行った。 

・業界の諸課題に柔軟に対応するため、「トラック適正化二法対策委員会」、「社会的評

価向上委員会」、「車両技術委員会」の３つの常任委員会を新たに立ち上げた。また、

部会の現状を鑑み、百貨店部会を廃止し、飼料部会を新たに設置した。 
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【刊行の調査研究報告書等一覧】 

 

１． 全般 

（１）「全日本トラック協会の概要２０２５」 

全ト協の組織や事業活動等を説明・紹介するため、最新の役員一覧、事業活動内容等をまとめた

冊子を作成した。 

 

（２）「Japan Trucking Association２０２５」 

海外からの来協者向けに全ト協の組織や事業活動等を説明・紹介するため、最新の役員一覧、事

業活動内容等を英語でまとめた冊子を作成した。 

 

（３）「日本のトラック輸送産業 現状と課題 ２０２５」 

トラック輸送産業の果たす重要な役割、業界の現状及び安全・環境対策等の課題への取り組みに

ついて業界内外にＰＲするため、最新データによる表やグラフなどを使い、分かりやすくまとめ

た冊子を作成した。 

 

（４）「トラック輸送データ集２０２５」 

最新の物流関連の各種統計・データをまとめたデータ集を作成した。 

 

（５）カスタマーハラスメント対応啓発動画・ポスター 

 「ドライバーの社会的評価の向上に係る検討委員会」の提言（令和７年６月）を受け、広報対策

としてカスタマーハラスメント対応に係る啓発動画（本編１７分、ショート編３０秒）とポスタ

ー（A1判）、チラシ（A4判）を作成した。 

 

（６）「日本のトラック輸送産業動画」（日・英・中版） 

 国民生活や経済活動を物流面で支えるトラック輸送について、業界内外にその役割、重要性を訴

えるため、様々な場面で活躍するトラックや安全対策・環境対策など、業界・協会の取り組みに

かかる動画（約１５分）を作成した。 

 

２．総合物流対策 

（１）「２０２５年度版トラック運送事業の賃金・労働時間等の実態調査」 

 トラック運送事業に携わる従業員の賃金や労働時間、福利厚生等の実態を職種別に詳細に把握

し、労働環境改善に向けた基礎資料を得るため、トラック運送事業の賃金や労働時間、福利厚

生制度等の実態調査を実施した。 

  

（２）「トラック運送業界の景況感調査」 

トラック運送事業者の経営指標の動向と見通しを適時適切に把握するため、四半期ごとに経営

動向に関する調査を実施した。 

 

（３）「第２回２０２４年問題対応状況調査」 

２０２４年問題への対応状況を把握するため、会員事業者、荷主企業を対象にアンケート調査を

実施した。  
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（４）改正トラック法周知にかかる会員事業者・荷主向けリーフレット（２種類） 

令和８年４月の改正トラック法の施行に向けて、「違法な白トラの利用に係る荷主等への規制」、

「委託次数の制限」、「貨物利用運送事業者への書面交付義務等の準用」を内容とする、事業者向

けと荷主向けの周知リーフレットを作成した。 

  

（５）「トラック運送業界における下請法及び改正貨物自動車運送事業法に関する自主点検アンケ 

ート」 

取適法及び改正貨物自動車運送事業法の施行に向けて、トラック運送業界での下請法（現行法）

への対応状況、改正下請法（取適法）の認知状況、改正貨物自動車運送事業法等に関する取組状

況を自主点検する調査を実施した。 

 

３．労働対策 

（１）「運輸ヘルスケアナビシステム」フォロー調査 

「運輸ヘルスケアナビシステム」を利用した事業者およびドライバーを対象に、事業者の取り

組みやハイリスク者の受診状況及び意識調査等を実施し、本システムの効果測定を行った。ま

た、併せて、ドライバーの生活習慣に関する事業者やドライバーのニーズについての実態調査

を行い、過労死等防止計画に基づく取り組みの指標として活用した。 

 

（２）「リーフレット大切なドライバーにＳＡＳスクリーニング検査を！」 

ＳＡＳが原因と疑われる事故が発生した際、自動車事故報告書の｢推定原因｣に事故の原因とし

て疑われる疾病名を明記し報告するよう｢自動車事故報告書等の取扱要領｣が一部改正されたこ

とから、ＳＡＳスクリーニング検査の重要性及びＳＡＳスクリーニング検査助成制度を周知す

るリーフレットを令和７年版に改訂した。 

 

（３）協会けんぽ及び健康保険組合連合会との連携によるリーフレットの作成 

トラックドライバーや運送事業者向けに、①特定保健指導、②腰痛予防、③快適な睡眠、④運

転中のたばこ、⑤メンタルヘルス、⑥健康経営の６種類のリーフレットを作成し、関係機関と

連携して周知に活用した。 

 

（４）「ドライバーの押さえておきたいヘルスケアポイント」動画の作成 

トラックドライバーの健康増進に必要な運動や睡眠、医療機関のかかり方や服薬の方法、更に

お口の健康について、身近な気づきや実践的なアドバイスを短くまとめた動画「ドライバーの

押さえておきたいヘルスケアポイント」（全８回）を制作し公開した。 

 

（５）「トラック運送事業者のための健康起因事故防止マニュアル（令和８年３月改訂）」 

「運輸ヘルスケアナビシステム」の活用を軸に、トラック運送事業者に特化した健康管理の手

法をひもとくとともに、睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）対策や高齢者ドライバー等の健康管理

に加えて、熱中症対策やストレスチェックの義務化などについても解説を加えるなどの改訂を

行った。 
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４．交通安全対策 

（１）事業用貨物自動車の交通事故の発生状況 

（公財）交通事故総合分析センター（ＩＴＡＲＤＡ）の令和６年の交通事故データベースから、

事業用貨物自動車の交通事故実態を集計・分析を行った。 

 

（２）交通事故統計データ分析結果 

事業用貨物自動車の交通事故実態を把握し事故防止対策の検討に資する資料とするため、（公財）

交通事故総合分析センター（ＩＴＡＲＤＡ）の交通事故データベースから道路区分別、車両総重

量別の発生状況等を詳細に分析するとともに、交通事故を発生地別（令和７年データ）および車

籍別（令和６年データ）にとりまとめ、同種事故の再発防止に努めた。 

 

（３）交通事故統計分析結果ポスター 

令和６年の車籍別データの分析結果から、各都道府県別の状況や事業用自動車に顕著な交通事故

の状況を解説し、各事業所で掲示できるよう、『広報とらっく』の刷込ポスターを作成した。 

 

（４）全国交通安全運動ポスター 

国の計画に基づき、全ト協の実施計画を定めて春および秋に実施する「全国交通安全運動」の内

容を解説し、各事業所で掲示できるよう、『広報とらっく』の刷込ポスターを作成した。 

 

（５）チラシ「事業用トラックの交通事故ゼロを目指す日」 

トラック運送業界における交通事故根絶の気運醸成に向けた取り組みを強化するため、国が展開

している「春・秋の全国交通安全運動」の実施に合わせて、令和７年度より４月１０日及び９月

３０日を「事業用トラックの交通事故ゼロを目指す日」と定め、これに伴うチラシを作成した。 

 

（６）飲酒運転防止対策マニュアル（令和７年９月改訂版） 

「自動車運送事業者に対する行政処分基準」が一部改正され、令和６年１０月より行政処分が強

化されたことを受け、同改正内容を踏まえた「飲酒運転防止対策マニュアル」として改訂した。 

 

（７）リーフレット「飲酒運転根絶を目指して」（令和７年６月改訂版） 

事業用トラックによる飲酒運転事故件数は増加傾向にあり、また飲酒運転は反社会的行為でトラ

ック運送業界の社会的信頼性を著しく失墜させかねないことから、全てのドライバーに対して飲

酒運転根絶の指導を徹底していくことを目的としたリーフレットを改訂した。 

 

（８）チラシ「生命のメッセージ展」 

 ＮＰＯ法人いのちのミュージアムと連携し、事故防止セミナーにおいて、交通事故に遭った被害

者の事故当時の等身大の人型のパネルをメッセンジャーとして展示する「生命のメッセージ展」

の併催にあたり、同展示のチラシを作成した。 

 

（９）リーフレット「ストップ 重大事故～さらに減らそう車輪脱落事故～」 

 大型トラックのタイヤ脱落事故が多発していることを受け、車輪脱落事故の発生状況等のデータ

とともに、車輪脱落事故事例と具体的な事故防止対策を記したリーフレットを作成した。 
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（１０）「事業用トラックドライバー研修テキスト」（令和８年３月改訂版） 

平成２９年３月１２日に改正施行された「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し

て行う一般的な指導及び監督の指針」に対応した「事業用トラックドライバー研修テキスト」に

ついて、最新の法令改正等に伴う改訂版を作成した。 

 

（１１）自動点呼、遠隔点呼、IT点呼などの違いをポイント解説！」リーフレット 

国交省の点呼告示通達（令和７年４月３０日）により「業務後自動点呼」に加え、「業

務前自動点呼」、「事業者間遠隔点呼」が認められたことを受け、「自動点呼、遠隔点

呼、IT点呼などの違いをポイント解説！」リーフレットを作成し、点呼制度の違いにつ

いての理解促進のための周知を図った。 

 

（１２）「運行管理と安全マニュアル」  

トラック運送事業の関係法令の改正等を受け、最新の法令に対応した「運行管理と安全

マニュアル」を作成し、交通事故防止と輸送品質の向上の一助とするための周知を図っ

た。 

 

５．環境対策 

（１）チラシ「ゴミは持ち帰ろう！」キャンペーン 

「トラック運送業界の環境ビジョン２０３０」の「サブ目標３」の一環として取組む５月の「ト

ラック運送業界の美化月間」における不法投棄（ポイ捨て）対策として「ゴミは持ち帰ろう！」

キャンペーンを企画し、啓発チラシを作成・配布した。 

 

６．輸送秩序確立対策 

（１）２０２５年度貨物自動車運送事業安全性評価事業申請案内 

利用者がより安全性の高い事業者を選び易くするための環境整備を図るため、事業所の安全性を

正当に評価し、認定し、公表する「貨物自動車運送事業安全性評価事業」の事業概要、申請方法、

評価方法等を周知することを目的として申請案内を作成した。 

 

（２）ポスター「２０２５年度貨物自動車運送事業安全性評価事業申請案内」 

運送事業者や荷主企業、一般消費者に対する「貨物自動車運送事業安全性評価事業」のＰＲ、及

び申請書類の頒布期間や申請期間の周知を目的として、広報とらっく（令和７年４月３０日号）

への刷込ポスターを作成した。 

 

（３）リーフレット「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数に係る違反について強化さ

れました！」「一般貨物自動車運送事業者等が破産した場合等における取扱い」 

 事業計画に従い業務を行うべきことを命令する発動基準が制定され、また、一般貨物自動車運送

事業者等が破産又は所在不明により長期にわたり休止状態にある場合における事業許可の取扱

いが定められたことから、周知リーフレットを作成した。 
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７．輸送対策 

（１）「２０２５年度 引越事業者優良認定制度 制度と申請のご案内」小冊子 

消費者に安全・安心な引越サービスを提供する引越運送事業者を客観的に評価する「引越事業者

優良認定制度」の概要、申請方法、評価方法等を周知することを目的として申請案内書を作成し

た。 

 

（２）「２０２５年度 引越安心マーク事業者の皆様へ」小冊子 

引越安心マーク事業者に対し、適正なマークの利用方法、登録情報の変更等、引越安心マークを

利用するに当たり、必要な情報を周知するため作成した。 

 

（３）改正された「標準貨物自動車運送約款」が施行されます啓発チラシ 

 令和７年４月に施行された「標準貨物自動車運送約款」をより広くＰＲすることを目的にチラシ

を作成した。 

 

（４）「標準引越運送約款のポイント」リーフレット 

令和７年４月に施行された「標準引越運送約款」について、一般消費者により広く周知すること

を目的に、「標準引越運送約款のポイント」リーフレットを作成した。 

 

（５）掲示用の「標準貨物自動車運送約款」「標準引越運送約款」 

令和７年４月に施行された「標準貨物自動車運送約款」並びに「標準引越運送約款」について、

掲示用の印刷物を作成した。 

 

（６）引越事業者優良認定制度に係るＷｅｂアンケート認知度調査（消費者向け） 

運輸事業振興助成交付金出捐金事業評価機関の評価基本方針に基づく中期目標の検証方法として

掲げる消費者向けのＷｅｂアンケート認知度調査（全国１８～６９歳の男女で過去１０年以内に

引越経験が有り、引越事業者を利用された方５,０００名のサンプル数で集計）を５月に実施した。 

 

（７）「分散引越にご協力を！」引越繁忙期にかかる啓発チラシ 

引越安心マーク事業者や運輸行政等を通じ、引越を予定される利用者に対し、年間で最も集中す

る３月～４月における引越を避けるよう周知を図るため、チラシ「分散引越にご協力を!」を作成

した。 

 

（８）令和７年度「分散引越」引越繁忙期に関するアンケート調査 

 例年３～4月は引越繁忙期となり、人員や車両不足が原因で引越業務が円滑に行えない可能性が

あるため、引越事業者を対象に分散引越の進捗状況や引越繁忙期の事業者の対応について、実態

を把握するためにアンケート調査を実施した。 

 

８．経営改善対策 

（１）経営分析報告書（令和６年度決算版） 

全国２，６３１事業者から提出された「一般貨物自動車運送事業報告書」を基に、車両規模別、 

地域別等の経営分析を行い、報告書を作成した。 

 

（２）「協同組合の組合員における中継輸送に係る実態調査」 

  令和３年度より実施してきた、中継輸送の実現に向けた検討について、ドライバーの働き方改革

推進を目的として、これまでの調査結果をもとに、本年度は中継輸送に係る実態調査を実施した。 
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（３）高校生向けトラック運送業界の紹介パンフレット 

若年労働者の雇用確保に資するため、トラック運送業界の仕事や魅力を学生等に伝える

「TRY!TRUCK!!TRANSPORT!!!」を３４，０００冊作成し、全国の高等学校やインターンシップ参加 

登録事業者及び各トラック協会を通じて、高校生などに配布した。 

 

９．交付金関係 

（１）交付金制度関係付属資料集（基本データ関係） 

運輸事業振興助成交付金制度関係資料集Ⅰの別冊として平成２５年度から作成している交付金

制度関係付属資料集（基本データ関係）の令和７年度版を作成し、各都道府県トラック協会に配

布した。 

 

 



４０ 
 

 【 会議の開催状況】  

 

○通 常総会の開催状 況 

 

１．第１０２回通常総会 

＜１＞開催日：令和７年６月２６日 

＜２＞場 所：第一ホテル東京 

＜３＞協議事項・協議結果 

（１）令和６年度事業報告書について（報告事項） 

（２）令和６年度計算書類（貸借対照表（案）、正味財産増減計算書（案）及び収支計算書（案）等）

について 

（３）定款の変更（案）について 

（４）理事、監事、会計監査人の選任（案）並びに会長候補者の選定（案）について 

（５）当面する諸案件について（報告事項） 

①第３０回全国トラック運送事業者大会の開催概要（案）及び第３１回開催ブロック（案）について 

上記について、異議なく承認された。 

 

○理事会等の開催状況 

 

１．第２１０回理事会 

＜１＞開催日：令和７年６月５日 

＜２＞場 所：第一ホテル東京 

＜３＞協議事項・協議結果 

来賓挨拶：国土交通省物流・自動車局長  鶴田 浩久 様 

国土交通省道路局長      山本 巧  様 

公正取引委員会事務局 

経済取引局取引部企業取引課長 亀井 明紀 様     

省庁挨拶：国土交通省 

     厚生労働省 

  経済産業省 

  農林水産省 

  資源エネルギー庁 

  中小企業庁 

【審議事項】 

（１）会員の代表者の変更及び入退会（案）について 

（２）令和６年度事業報告書（案）について 

（３）令和６年度計算書類（貸借対照表（案）、正味財産増減計算書（案）及び収支計算書（案））等に

ついて 

（４）定款の変更（案）について 

（５）第１０２回通常総会の招集（案）について 

（６）第３０回全国トラック運送事業者大会の開催概要（案）及び第３１回開催ブロック(案)について 

【報告事項】 

（１）令和８年度トラック関係施策に関する要望書（案）について 

（２）定款第２７条に基づく業務報告について 

（３）令和７年度主要会議・行事開催日程について 
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上記について、異議なく承認された。 

 

２．第２１１回理事会 

＜１＞開催日：令和７年６月２６日 

＜２＞場 所：第一ホテル東京 

＜３＞協議事項・協議結果 

【審議事項】 

（１）会員の代表者の変更及び入退会（案）について 

（２）会長、副会長、常任理事、理事長、専務理事、常務理事等の選定（案）並びに代表理事、業

務執行理事の選定（案）について 

   上記について、異議なく承認された。 

 

３．第２２６回常任理事会・第２１２回理事会合同会議 

＜１＞開催日：令和７年７月１０日 

＜２＞場 所：第一ホテル東京 

＜３＞協議事項・協議結果  

来賓挨拶：国土交通省物流・自動車局長    石原   大 様 

     国土交通省大臣官房総括審議官   岡野 まさ子 様 

国土交通省道路局長        沓掛  敏夫 様 

【審議事項】 

（１）会員の代表者の変更（案）について 

（２）副会長候補者の選定（案）について 

（３）委員会規程の一部改定（案）について 

   上記について、異議なく承認された。 

 

４．第２１３回理事会 

＜１＞開催日：令和７年１２月４日 

＜２＞場 所：第一ホテル東京 

＜３＞協議事項・協議結果 

 挨拶：国土交通省大臣官房総括審議官 岡野 まさ子 様 

    国土交通省道路局長      沓掛  敏夫 様 

【議事】 

（１）会員の代表者の変更（案）について 

（２）令和８年度事業計画骨子（案）について 

（３）令和７年度優秀運転者顕章候補者（案）について 

（４）部会規程の一部改定（案）について 

（５）三次トラックステーションの廃止（案）について 

（６）令和８年度主要会議・行事開催日程（案）について 

上記について、異議なく承認された。 

 

５．第２１４回理事会 

＜１＞開催日：令和８年３月５日 

＜２＞場 所：第一ホテル東京 

＜３＞協議事項・協議結果 



４２ 
 

挨拶：国土交通省大臣官房総括審議官    岡野 まさ子 様 

   国土交通省道路局長         沓掛  敏夫 様 

【審議事項】 

（１）会員の入退会（案）について 

（２）令和８年度事業計画書（案）について 

（３）令和８年度一般会計収支予算書（案）及び交付金特別会計収支予算書（案）、トラック

ステーション管理運営特別会計収支予算書（案）及び鈴木基金特別会計収支予算書（案）

について 

（４）全ト協表彰規程に基づく表彰及び「正しい運転・明るい輸送運動」に係る表彰（案）に 

ついて 

（５）部会規程の一部改定（案）について 

【報告事項】 

（１）運輸事業振興助成交付金制度の動向について 

（２）物流倉庫分野における外国人の活用について 

（３）定款第２７条に基づく業務報告について 

（４）令和８年度主要会議・行事開催日程について 

  上記について、異議なく承認された。 

                  

○正副会長会議の開催状況 

 

１．令和７年度第１回正副会長会議 

＜１＞開催日：令和７年６月５日 

＜２＞場 所：第一ホテル東京 

＜３＞協議事項・協議結果  

【審議事項】 

（１）第２１０回理事会の運営について 

【報告事項】 

（１）暫定税率の廃止に伴う運輸事業振興助成交付金の継続について 

（２）常任委員会の開催状況について 

 ①第６３回物流政策委員会（３月１１日） 

 ②第３回道路・施設委員会（５月１４日） 

 ③第１回総務委員会（５月１５日） 

④第１３回税制委員会（５月２８日）  

  上記について、異議なく承認された。 

 

２．令和７年度第２回正副会長会議 

＜１＞開催日：令和７年６月２６日 

＜２＞場 所：第一ホテル東京 

＜３＞協議事項・協議結果  

【報告事項】 

（１）第２回役員選考委員会の報告について 

【報告事項】 

（１）第１０２回通常総会、第２１１回理事会の運営について 
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  上記について、異議なく承認された。 

 

３．令和７年度第３回正副会長会議 

＜１＞開催日：令和７年７月１０日 

＜２＞場 所：第一ホテル東京 

＜３＞協議事項・協議結果 

【報告事項】 

（１）第３回役員選考委員会の報告について 

【審議事項】 

（１）常任委員会等の担務（案）について 

（２）第２２６回常任理事会・第２１２回理事会合同会議の運営について 

  上記について、異議なく承認された。 

 

４．令和７年度第４回正副会長会議    

＜１＞開催日：令和７年１０月１５日 

＜２＞場 所：朱鷺メッセ 

＜３＞協議事項・協議結果 

【審議事項】 

（１）第３０回全国トラック運送事業者大会について 

【報告事項】 

（１）常任委員会の開催状況について 

 ①第１回トラック適正化二法対策委員会（８月２７日） 

 ②第８４回広報委員会（８月２７日） 

③第１２５回交通対策委員会（９月１０日） 

 ④第２４回労働安全・災害防止委員会（９月１６日） 

 ⑤第２５回経営改善・ＤＸ委員会（９月２２日） 

 ⑥第１３回物流ネットワーク委員会（９月２９日） 

 ⑦第５８回環境対策・ＧＸ委員会（９月３０日） 

 ⑧第４回道路・施設委員会（１０月１日） 

 ⑨第６４回物流政策委員会（１０月９日） 

  上記について、異議なく承認された。 

 

５．令和７年度第５回正副会長会議 

＜１＞開催日：令和７年１１月６日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞協議事項・協議結果 

【審議事項】 

（１）第２回総務委員会の運営について 

  上記について、異議なく承認された。 

 

６．令和７年度第６回正副会長会議 

＜１＞開催日：令和７年１２月４日 

＜２＞場 所：第一ホテル東京 
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＜３＞協議事項・協議結果 

【審議事項】 

（１）第２１３回理事会の運営について 

【報告事項】 

（１）令和８年全ト協新年賀詞交歓会（案）について 

（２）常任委員会の開催状況について 

①第２回総務委員会（１１月６日） 

②第１回車両技術委員会（１１月１０日） 

③第６６回適正化事業委員会（１１月１８日） 

④第１回社会的評価向上委員会（１１月１９） 

⑤第８５回広報委員会（１１月２２日） 

⑥第２回適正取引委員会（１１月２８日） 

上記について、異議なく承認された。 
 

７．令和７年度第７回正副会長会議 

＜１＞開催日：令和８年２月５日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞協議事項・協議結果 

【審議事項】 

（１）第３回総務委員会の運営について 

【報告事項】 

（１）常任委員会の開催状況について 

①第１４回物流ネットワーク委員会（１月６日） 

②第２回トラック適正化二法対策委員会（１月２６日） 

③第１回次世代トラック対応委員会（１月２７） 

上記について、異議なく承認された。 

 

８．令和７年度第８回正副会長会議 

＜１＞開催日：令和８年３月５日 

＜２＞場 所：第一ホテル東京 

＜３＞協議事項・協議結果 

【審議事項】 

（１）第２１４回理事会及び第２０回全国貨物自動車運送適正化事業実施機関本部長会議の運

営について 

【報告事項】 

（１）常任委員会の開催状況について 

①第１２６回交通対策委員会（２月４日） 

②第３回総務委員会（２月５日） 

③第８６回広報委員会（２月１７日） 

④第６７回適正化事業委員会（２月１９日） 

⑤第２６回経営改善・ＤＸ委員会（２月２０日） 

⑥第５回道路・施設委員会（２月２４日） 

⑦第５９回環境対策・ＧＸ委員会（２月２５日） 

⑧第２５回労働安全・災害防止委員会（２月２６日） 

上記について、異議なく承認された。 
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○委 員会の開催状 況 

（正副委員長 敬称略） 

１．令和７年度第１回総務委員会 

＜１＞開催日：令和６年５月１５日 

＜２＞委員長：小林 和男  副委員長：小丸 成洋 

＜３＞委員数：２４名 

＜４＞協議事項・協議結果 

【審議事項】 

（１）令和６年度事業報告書（案）について 

（２）令和６年度計算書類（貸借対照表（案）、正味財産増減計算書（案）及び収支計算書（案））

等について 

（３）定款の変更（案）について 

（４）第３０回全国トラック運送事業者大会の開催概要（案）及び第３１回開催ブロック（案）に

ついて 

【報告事項】 

（１）貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案等について 

（２）令和７年度主要会議・行事開催日程について 

   上記について、異議なく承認された。 
 

２．令和７年度第２回総務委員会 

＜１＞開催日：令和７年１１月６日 

＜２＞委員長：小林 和男  副委員長：小丸 成洋 

＜３＞委員数：２４名 

＜４＞協議事項・協議結果 

【審議事項】 

（１）正副委員長の選任について 

（２）令和８年度事業計画骨子（案）について 

（３）令和７年度優秀運転者顕章候補者（案）について 

（４）部会規程の一部改定（案）について 

（５）令和８年度主要会議・行事開催日程（案）について 

【報告事項】 

（１）第５７回全国トラックドライバー・コンテストの実施結果について 

   上記について、異議なく承認された。 
 

３．令和７年度第３回総務委員会 

＜１＞開催日：令和８年２月５日 

＜２＞委員長：小林 和男  副委員長：小丸 成洋 

＜３＞委員数：２４名 

＜４＞協議事項・協議結果 

【審議事項】 

（１）令和８年度事業計画書（案）について 

（２）令和８年度一般会計収支予算書（案）及び交付金特別会計収支予算書（案）、トラック

ステーション管理運営特別会計収支予算書（案）及び鈴木基金特別会計収支予算書（案）

について 
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（３）部会規程の一部改定（案）について 

【報告事項】 

（１）運輸事業振興助成交付金について 

（２）中小受託取引適正化法（取適法）の周知について 

   上記について、異議なく承認された。 

 

４．令和７年度第１回事業計画検討小委員会 

＜１＞開催日：令和７年１０月２７日 

＜２＞委員長：小林 和男 

＜３＞委員数：１０名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）令和８年度事業計画骨子（案）について 

上記について、各委員から出された意見を踏まえて修正を行い総務委員会に諮ることとなった。 

 

５．令和７年度第２回事業計画検討小委員会 

＜１＞開催日：令和７年１２月１６日 

＜２＞委員長：小林 和男   

＜３＞委員数：１０名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）令和８年度事業計画書（案）について 

上記について、各委員から出された意見を踏まえて修正を行い総務委員会に諮ることとなった。 

 

６．第２０回 運輸事業振興助成交付金出捐金事業評価機関会議 

＜１＞開催日：令和８年２月１０日 

＜２＞座長：野尻 俊明   

＜３＞委員数：８名 

＜４＞審議事項・審議結果 

（１）「令和６年度出捐金事業等」に対する実績評価について 

（２）令和８年度全ト協事業計画書（案）について 

（３）その他 

「令和５年度出捐金事業評価における委員提言等の予算・事業計画等への反映状況」について 

令和６年度出捐金事業等に対する実績評価を行うとともに、令和８年度全ト協事業計画書（案）

について、承認された。 

 

７．第１回トラック適正化二法対策委員会 

＜１＞開催日：令和７年８月２７日 

＜２＞委員長：寺岡 洋一   副委員長：馬渡 雅敏 

＜３＞委員数：５名 

＜４＞委員会の所管事項について 

＜５＞正副委員長の選任 

委員長に寺岡洋一委員、副委員長に馬渡雅敏委員を選任した。 

＜６＞協議事項・協議結果 

（１）トラック適正化二法の概要について 
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    国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課長  三輪田 優子 様 

上記について異議なく承認された。 

 

８．第２回トラック適正化二法対策委員会 

＜１＞開催日：令和８年１月２６日 

＜２＞委員長：寺岡 洋一   副委員長：馬渡 雅敏 

＜３＞委員数：５名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）適正原価に係る実態調査について 

（２）許可更新制に係る審査方針について 

（３）令和８年４月施行内容（違法な白トラの禁止等）の対応について 

上記について異議なく承認された。 

 

９．第６４回物流政策委員会 

＜１＞開催日：令和７年１０月９日 

＜２＞委員長：馬渡 雅敏   副委員長：三村 偉一郎、牧田 信良 

＜３＞委員数：１４名 

＜４＞正副委員長の選任 

委員長に馬渡雅敏委員、副委員長に三村偉一郎委員、牧田信良委員を選任した。 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）改正物流法（令和８年４月施行分）の関係省令等について 

＜説明＞林田雄介 国土交通省物流・自動車局物流政策課課長補佐（総括） 

（２）第１回トラック適正化二法対策委員会の報告について 

（３）第２回２０２４年問題対応状況調査結果等について 

（４）その他 

   上記について異議なく承認された。 

 

１０．第１３回税制委員会 

＜１＞開催日：令和７年５月２８日 

＜２＞委員長：水野 功   副委員長：松橋 謙一 

＜３＞委員数：１３名 

＜４＞ 協議事項・協議結果 

（１） 令和７年度トラック関係施策に関する要望と結果について 

（２）令和８年度トラック関係施策に関する要望事項（案）について 

（３）令和８年度トラック関係施策要望に関する活動計画（案）について 

上記について異議なく承認された。また、（２）については、理事会へ報告することとなった。

なお、議事に入る前に、曽我部貴士国土交通省物流・自動車局企画・電動化・自動運転参事官

室専門官から「トラック関係諸税について」ご講演いただいた。  

 

１１．第２回適正取引委員会 

＜１＞開催日：令和７年１１月２８日 

＜２＞委員長：平島 竜二   副委員長：仲 浩 

＜３＞委員数：１０名 



４８ 
 

＜４＞正副委員長の選任 

   委員長に平島竜二委員、副委員長に仲浩委員を選任した。 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）「トラック業界向け取適法・振興法 改正ポイント説明会」の開催について 

（２）多重下請構造改善小委員会の報告について 

（３）第１回トラック適正化二法対策委員会の報告について 

上記について異議なく承認された。なお、議事に入る前に、柴山豊樹公正取引委員会事務総局

経済取引局取引部企業取引課長から「中小受託取引適正化法（改正下請法）」についてご説明

いただいた。 

 

１２．第１２５回交通対策委員会 

＜１＞開催日：令和７年９月１０日 

＜２＞役員の選任： 

   委員長に二又委員（福岡）が選任された。 

＜３＞委員長：二又 茂明 副委員長：菊地 徹、森本 勝也、石原 修 

＜４＞委員数：５２名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）「トラック事業における総合安全プラン２０２５」の取り組みについて 

（２）飲酒運転根絶に向けた取り組みについて 

（３）次期「総合安全プラン２０３０（仮称）」の策定状況について 

（４）大型トラックの車輪脱落事故防止対策の取り組みについて 

（５）報告事項 

①全国トラックドライバー・コンテストについて 

②令和６年度補正予算（ﾃｰﾙｹﾞｰﾄﾘﾌﾀｰ等導入支援事業）について 

③災害物流専門家研修の実施状況等について 

④駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて 

（６）その他 

上記について異議なく承認された。 

 

１３．第１２６回交通対策委員会 

＜１＞開催日：令和８年２月４日 

＜２＞委員長：二又 茂明 副委員長：菊地 徹、森本 勝也、石原 修 

＜３＞委員数：５２名 

＜４＞講演 

・「ＤＸ化するアルコールインターロック装置の開発動向等について」 

・講師：一般社団法人計測健康啓発協会  代表理事 望月 計 様 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）令和８年度事業計画（案）について 

（２）飲酒運転根絶に向けた取り組みについて  

①令和７年中の飲酒運転事案発生状況（速報値） 

②飲酒運転根絶に向けた各県の取り組み状況 

③飲酒運転根絶に向けた決議（案） 

（３）次期総合安全プラン（案）について 
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（４）大型車の車輪脱落事故防止対策について 

（５）報告事項 

①令和７年中の事業用トラックの死亡事故件数（速報） 

②災害物流専門家研修の実施状況等について 

（６）その他 

上記について異議なく承認された。 

 

１４．交通対策委員会正副委員長・第２９回交通対策小委員会合同会議 

＜１＞開催日：令和７年９月１０日 

＜２＞委員長：二又 茂明（交通対策委員会）、森本 勝也（交通対策小委員会） 

＜３＞委員数：７名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第１２５回交通対策委員会の議事進行について 

（２）その他 

  上記について異議なく承認された。 

 

１５．交通対策委員会正副委員長・第３０回交通対策小委員会合同会議 

＜１＞開催日：令和８年２月４日 

＜２＞委員長：二又 茂明（交通対策委員会）、森本 勝也（交通対策小委員会） 

＜３＞委員数：７名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第１２６回交通対策委員会の議事進行について 

（２）その他 

  上記について異議なく承認された。 

 

１６．第５８回環境対策・ＧＸ委員会 

＜１＞開催日：令和７年９月３０日 

＜２＞役員の選任 

   委員長に庄子委員（宮城）が選任された。また、環境対策・ＧＸ小委員会において、 

牧尾委員（広島）が選任された。 

＜３＞委員長：庄子 清一、副委員長：武田 秀一、竹内 政司、石原 修 

＜４＞委員数：５２名 

＜５＞講演 

・「環境省におけるモビリティ分野の脱炭素化の取組」 

・講師：環境省水・大気環境局 モビリティ事業室長 井上 雄祐 様 

＜６＞協議事項・協議結果 

（１）「トラック運送業界の環境ビジョン２０３０」の進捗状況について 

① サブ目標１，２：CO2 排出量削減の取組 

② サブ目標３：ゴミのポイ捨て防止の取組 

（２）報告事項 

①「トラックの森」づくり事業の実施について 

② 令和７年度 環境関連の補助事業について 

③ 軽油価格の動向について 
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（３）その他 

  上記について異議なく承認された。 

 

１７．第５９回環境対策・ＧＸ委員会 

＜１＞開催日：令和８年２月２５日 

＜２＞委員長：庄子 清一、副委員長：武田 秀一、竹内 政司、石原 修 

＜３＞委員数：５２名 

＜４＞講演 

・「CO2 排出量簡易算定ツールの使い方について」 

・講師：（一財）環境優良車普及機構 企画調査部統括調査役 山本 明弘 様 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）令和８年度環境対策・ＧＸ事業計画（案）について 

（２）ＣＯ２排出量簡易算定ツールの活用（案）について 

（３）ゴミのポイ捨て防止対策（案）について 

（４）報告事項 

①「トラック運送業界の環境ビジョン２０３０」の進捗状況について 

② 経団連「カーボンニュートラル行動計画」第三者評価委員会へのヒアリング対応結果について 

③ 「トラックの森」づくり事業の実施について 

④ 令和８年度環境関連の補助事業について 

⑤ 軽油価格の動向について 

（５）その他 

  上記について異議なく承認された。 

 

１８．環境対策・ＧＸ委員会 正・副委員長会議、第２５回環境対策・ＧＸ小委員会 合同会議 

＜１＞開催日：令和７年９月３０日 

＜２＞委員長：庄子 清一（環境対策・ＧＸ委員会）、武田 秀一（環境対策・ＧＸ小委員会） 

＜３＞委員数：１０名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第５８回環境対策・ＧＸ委員会の議事進行について 

（２）その他 

  上記について異議なく承認された。 

 

１９．環境対策・ＧＸ委員会 正・副委員長会議、第２６回環境対策・ＧＸ小委員会 合同会議 

＜１＞開催日：令和８年２月２５日 

＜２＞委員長：庄子 清一（環境対策・ＧＸ委員会）、武田 秀一（環境対策・ＧＸ小委員会） 

＜３＞委員数：１０名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第５９回環境対策・ＧＸ委員会の議事進行について 

（２）その他 

  上記について異議なく承認された。 

 

２０．第２４回労働安全・災害防止委員会 

＜１＞開催日：令和７年９月１６日 
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＜２＞役員の選任：委員長に青木委員（愛知）が選任された。 

＜３＞委員長：青木 均、副委員長：大髙 一義、池辺 祐一、岡部 憲一 

＜４＞委員数：５２名 

＜５＞講演 

 ・「陸運業の熱中症対策について」 

・講師：陸上貨物運送事業労働災害防止協会 技術管理部次長 井上 健 様 

＜６＞協議事項・協議結果 

（１）過労死等防止対策について 

（２）健康経営優良法人取得促進について 

（３）報告事項について 

①令和７年度ドライバーの健康増進に向けた取り組みについて 

②令和７年度労働安全・災害防止関係助成事業の進捗について 

③令和７年度労働安全・災害防止関係セミナーの開催状況について 

④令和７年度「運輸ヘルスケアナビシステム」の状況について 

⑤労働災害発生状況について 

⑥健康起因事故件数について 

⑦ストレスチェック制度の義務化について 

（４）その他 

上記について、異議なく承認された。 

 

２１．第２５回労働安全・災害防止委員会  

＜１＞開催日：令和８年２月２６日 

＜２＞委員長：青木 均、副委員長：大髙 一義、池辺 祐一、岡部 憲一 

＜３＞委員数：５２名 

＜４＞講演 

・「職場におけるメンタルヘルス対策について」 

・講師：厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課 中央労働衛生専門官 加藤 優奈 様 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）令和７年度労働安全・災害防止事業の進捗状況について 

（２）令和７年度労働災害発生状況（速報）について 

（３）健康起因事故防止に向けた取組について 

（４）健康経営について 

（５）労働安全衛生法の改正について 

（６）その他 

上記について、異議なく承認された。 

 

２２．第２１回労働安全･災害防止小委員会 

＜１＞開催日：令和７年９月４日 

＜２＞委員長：大髙 一義 

＜３＞委員数：６名、有識者５名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）脳・心臓疾患による過労死等防止対策 

（２）精神疾患による過労死等対策 
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（３）その他 

 上記について、異議なく承認された。 

 

２３．労働安全・災害防止委員会正副委員長、第２２回労働安全･災害防止小委員合同会議 

＜１＞開催日：令和７年９月１６日 

＜２＞委員長：青木 均（労働安全・災害防止委員会）、大髙一義（労働安全・災害防止小委員会） 

＜３＞委員数：９名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第２４回労働安全・災害防止委員会の議事進行について 

（２）その他 

  上記について異議なく承認された。 

 

２４．労働安全・災害防止委員会正副委員長、第２３回労働安全･災害防止小委員合同会議 

＜１＞開催日：令和８年２月２６日 

＜２＞委員長：青木 均（労働安全・災害防止委員会）、大髙一義（労働安全・災害防止小委員会） 

＜３＞委員数：９名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第２５回労働安全・災害防止委員会の議事進行について 

（２）その他 

  上記について異議なく承認された。 

 

２５．第 1 回車両技術委員会 

＜１＞開催日：令和７年１１月１０日 

＜２＞役員の選任：委員長に松田委員（滋賀）、副委員長に山口委員（岐阜）が選任された。 

＜３＞委員長：松田 直樹 副委員長：山口 嘉彦 

＜４＞委員数：１０名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）「車両技術委員会」設置の背景と活動の方向性について 

（２）車輪脱落事故の発生状況と事故防止に向けた取り組みについて 

（３）車輪脱落事故責任の明確化に係る実証実験について 

（４）その他 

  上記について異議なく承認された。 

 

２６．第１回次世代トラック対応委員会 

＜１＞開催日：令和８年１月２７日 

＜２＞役員の選任： 

委員長に山口委員（岐阜）、副委員長に武井委員（群馬）が選任された。 

＜３＞委員長：山口 嘉彦、副委員長：武井 宏 

＜４＞委員数：１０名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）「次世代トラック対応委員会」設置および目指す方向性について 

（２）大型 FCV・小型 EV および衝突被害軽減ブレーキの実用性について 

（３）今後の活動について 
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上記について、異議なく承認された。 

 

２７．第１３回物流ネットワーク委員会 

＜１＞開催日：令和７年９月２９日 

＜２＞委員長：杉山 千尋  副委員長：阿波 誠一、田口 義隆、笹森 公彰 

＜３＞委員数：２０名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）２０２４年度活動テーマ「物効法等への対応及び自主行動計画の具体的取組」の報告 

（２）２０２５年度の活動テーマについて 

（３）２０２４年度自主行動計画フォローアップ調査結果について 

（４）２０２５年度自主行動計画フォローアップ調査について 

（５）中野洋昌国土交通大臣によるトラック運送業における価格転嫁及び賃上げに関する取組に係 

る要請について 

（６）独立行政法人国民生活センター「代引き配達を利用したインターネット通販のトラブルにつ 

いて（要望）」について 

上記について、報告を行い了承された。 

＜５＞講演 

「トラック運送業に関する最近の動向」 

    講師：国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課長 三輪田 優子 様 

 

２８．第１４回物流ネットワーク委員会 

＜１＞開催日：令和８年１月６日（書面決議） 

＜２＞委員長：杉山 千尋  副委員長：阿波 誠一、田口 義隆、笹森 公彰 

＜３＞委員数：２０名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）自主行動計画の一部改訂について 

上記について、異議なく承認された。 

 

２９．第２２回物流ネットワークワーキング委員会 

＜１＞開催日：令和７年１２月１６日（対面参加及びＷＥＢ方式） 

＜２＞委員長：加藤 憲治 

＜３＞委員数：１３名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）「特別積合せ貨物運送における総原価についての考察」 

    （適正原価調査のためのヒアリング・意見交換） 

（２）令和７年度「トラック運送業における適正取引推進、生産性向上及び長時間労働抑制に向け 

た自主行動計画」の一部改訂について 

（３）令和７年度自主行動計画フォローアップ調査の結果について 

上記について、異議なく承認された。 

 

３０．物流ネットワーク委員会 令和７年度 第１回ワーキングチーム会議 

＜１＞開催日：令和７年６月１９日（ＷＥＢ方式） 

＜２＞チームリーダー：渡部 誠一 
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＜３＞委員数：２０名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）自主行動計画の具体的取組推進に係る調査報告について 

（２）その他 

上記について、異議なく承認された。 

 

３１．物流ネットワーク委員会 令和７年度 第２回ワーキングチーム会議 

＜１＞開催日：令和７年１１月１８日（ＷＥＢ方式） 

＜２＞チームリーダー：渡部 誠一 

＜３＞委員数：１９名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）令和７年度「トラック運送業における適正取引推進、生産性向上及び長時間労働抑制に向け 

た自主行動計画」の一部改定について 

（２）令和７年度自主行動計画フォローアップ調査の結果について 

（３）本年度の取組テーマ 

「特別積合せ貨物運送における総原価についての考察」 

上記について、異議なく承認された。 

 

３２．第１３回引越事業者優良認定制度審査委員会 

＜１＞開催日：令和７年１２月２日 

＜２＞委員長：野尻 俊明 

＜３＞委員数：７名 

＜４＞諮問事項・諮問結果 

（１）２０２５年度引越事業者優良認定制度について 

①申請概要について 

（２）２０２５年度引越事業者優良認定制度の審査について 

①引越事業者優良認定に係る審査について 

②変更届出に伴う再審査等について 

③認定状況について 

（３）報告事項 

①申請要件と審査基準の講習、研修会議の状況について 

②引越安心相談窓口業務に関する報告 

③引越安心マークの周知活動について 

④引越安心マークの認知度調査について 

（４）その他 

上記について、異議なく承認された。 

 

３３．第１２回引越事業者優良認定制度運営委員会 

＜１＞開催日：令和８年３月２４日 

＜２＞委員長：野尻 俊明 

＜３＞委員数：９名 

＜４＞諮問事項・諮問結果 

（１）報告事項 
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①引越優良事業者認定状況について  

②２０２５年度引越事業者優良認定制度の実施概要について 

③輸送相談の概要について 

④お客様対応責任者研修会議の開催について 

⑤引越安心マークの周知活動について 

⑥引越講習（引越基本講習・引越管理者講習）の開催について 

⑦引越安心マークの認知度調査について 

⑧「分散引越」の推進について 

（２）その他 

上記について、異議なく承認された。 

 

３４．第２５回経営改善・ＤＸ委員会 

＜１＞開催日：令和７年９月２２日（月） 

＜２＞委員長：吉田修一 

副委員長：馬渡雅敏、鴻池忠彦、喜多村久至、大塚康洋、菊池正浩 

＜３＞委員数：５３名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）正副委員長の選任 

（２）特定技能外国人ドライバーについて 

（３）令和７年度経営改善・ＤＸ事業の進捗状況について 

①経営改善対策事業について 

②人材確保・育成対策事業について 

③ＤＸ事業について 

④令和７年度助成事業について 

（４）その他 

上記について、異議なく承認された。 

 

３５．第２６回経営改善・ＤＸ委員会 

＜１＞開催日：令和８年２月２０日（金） 

＜２＞委員長：吉田修一 

副委員長：馬渡雅敏、鴻池忠彦、喜多村久至、大塚康洋、菊池正浩 

＜３＞委員数：５３名 

＜４＞協議事項・協議結果 

【講演】「物流効率化に向けたＤＸ推進について」 

講師：近代経営システム研究所 森高弘純 様 

（１）令和８年度事業計画（案）について 

（２）令和８年度予算（案）について 

（３）特定技能外国人ドライバーついて 

（４）物流倉庫における特定技能・育成就労制度への分野追加について 

（５）女性部会の活動について 

（６）青年部会の活動について 

（７）その他 

上記について、異議なく承認された。 
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３６．経営改善・ＤＸ委員会正副委員長会議 

＜１＞開催日：令和７年９月２２日（月） 

＜２＞委員長：吉田修一 

副委員長：馬渡雅敏、鴻池忠彦、喜多村久至、大塚康洋、菊池正浩 

＜３＞委員数：６名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第２５回経営改善・ＤＸ委員会の運営について 

（２）その他  

  上記について、異議なく承認された。 

 

３７．経営改善・ＤＸ委員会正副委員長会議 

＜１＞開催日：令和８年２月２０日（金） 

＜２＞委員長：吉田修一 

副委員長：馬渡雅敏、鴻池忠彦、喜多村久至、大塚康洋、菊池正浩 

＜３＞委員数：６名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第２６回経営改善・ＤＸ委員会の運営について 

（２）その他 

  上記について、異議なく承認された。 

 

３８．第５回ドライバーの社会的評価の向上に係る検討委員会 

＜１＞開催日：令和７年６月２０日（金） 

＜２＞委員長：松田直樹 

＜３＞委員数：８名（オブザーバー２名） 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）カスタマーハラスメントに係る啓発ビデオ及びポスターについて 

（２）その他 

上記について、各委員より様々な意見を基に修正し、次回委員会に反映することとした。 

 

３９．第６回ドライバーの社会的評価の向上に係る検討委員会 

＜１＞開催日：令和７年８月２５日（月） 

＜２＞委員長：松田直樹 

＜３＞委員数：８名（オブザーバー２名） 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）カスタマーハラスメントに係る啓発ビデオ及びポスターについて 

（２）その他 

上記について、各委員より様々な意見が寄せられ、今後の活動に反映することとした。 

 

４０．第１回社会的評価向上委員会 

＜１＞開催日：令和７年１１月１９日（水） 

＜２＞委員長：赤上信弥 

   副委員長：小倉邦義 

＜３＞委員数：１０名 
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＜４＞協議事項・協議結果 

（１）正副委員長の選任 

（２）ドライバーの社会的評価の向上に係る検討委員会提言概要報告について 

（３）社会的評価の向上に係る検討事項について 

上記について、各委員より様々な意見が寄せられ、次回委員会に反映することとした。 

 

４１．第２回社会的評価向上委員会 

＜１＞開催日：令和８年３月２５日（水） 

＜２＞委員長：赤上信弥 

   副委員長：小倉邦義 

＜３＞委員数：１０名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第１回委員会の議論に基づく対応方針について 

（２）「トラック運送業界の社会的評価向上に向けた調査」結果について 

（３）その他 

上記について、各委員より様々な意見が寄せられ、次回委員会に反映することとした。 

 

４２．第８４回広報委員会 

＜１＞開催日：令和７年８月２７日（水） 

＜２＞委員長：髙田 和夫   副委員長：小林 和男 

＜３＞委員数：１０名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）審議事項 

１．正副委員長の選任について 

２．令和７年度「トラックの日」ポスターの選定について 

３．令和７年度都道府県ト協「トラックの日」関連事業について 

４．第８４回広報委員会の開催及び令和７年度「トラックの日」イベント視察（案）について 

（２）報告事項 

１．全ト協機関紙「広報とらっく」の発行状況について 

２．カスタマーハラスメント防止啓発動画及びポスターの制作について 

３．テレビＣＭ素材等の活用について 

４．ホームページ、ＬＩＮＥ、Ｘ、ＹｏｕＴｕｂｅ全ト協公式ページの運営について 

５．報道機関への取材協力について 

上記について、異議なく承認された。 

 

４３．第８５回広報委員会 

＜１＞開催日：令和７年１１月２２日（土） 

＜２＞委員長：髙田 和夫   副委員長：小林 和男 

＜３＞委員数：１２名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）審議事項 

１．令和８年度広報事業計画（案）について 

２．令和７年度「トラックの日」イベント視察について 
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（２）報告事項 

１．機関紙「広報とらっく」の発行状況について 

２．令和７年度「トラックの日」の活動について 

３．テレビＣＭ・アニメ素材等の活用状況について 

４．ホームページ、ＳＮＳ全ト協公式ページの運営について 

５．報道機関への取材協力について 

上記について、異議なく承認された。 

 

４４．第８６回広報委員会 

＜１＞開催日：令和８年２月１７日（火） 

＜２＞委員長：髙田 和夫   副委員長：小林 和男 

＜３＞委員数：１０名 

＜４＞協議事項・協議結果 

【講演】「トラック運送業界の社会的評価向上のための広報戦略について」 

講師：産経新聞社 西部本部西部代表兼九州総局長 内田博文様 

（１）審議事項 

１．令和８年度広報事業計画（案）及び予算（案）について 

（２）報告事項 

１．機関紙「広報とらっく」の発行状況及び読者アンケート結果について 

２．テレビ CM・アニメ素材の活用状況 

３．ホームページ、SNS 全ト協公式ページの運営 

４．消火栓看板への広告掲出 

５．報道機関への取材協力 

上記について、異議なく承認された。 

 

４５．第６６回適正化事業委員会 

＜１＞開催日：令和７年１１月１８日 

＜２＞委員長：松橋謙一   副委員長：半田臣一 

＜３＞委員数：１２名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）令和８年度地方適正化事業助成費の取扱い（案）について 

（２）巡回指導重点化の拡充（案）について 

（３）令和７年度適正化事業実施機関の活動状況について（上期分） 

（４）第１回適正化事業業務検討ＷＧの報告について 

上記について、異議なく承認された。 

 

４６．第６７回適正化事業委員会 

＜１＞開催日：令和８年２月１９日 

＜２＞委員長：松橋謙一   副委員長：半田臣一 

＜３＞委員数：１２名 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）令和８年度適正化事業活動指針（案）について 
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（２）令和８年度事業計画（案）及び予算（案）について 

（３）令和７年度適正化事業指導員表彰（案）について 

（４）令和７年度適正化事業実施機関の活動状況について 

（５）第２回適正化事業業務検討ＷＧの報告について 

（６）Ｇマーク更新申請（未更新）に関する調査報告について 

上記について、異議なく承認された。 

 

４７．第５０回貨物自動車運送事業安全性評価委員会 

＜１＞開催日：令和７年１２月１５日 

＜２＞委員長：野尻俊明 

＜３＞委員数：９名 

＜４＞諮問事項・諮問結果 

（１）安全性優良事業所に係る認定の自主返納について 

（２）２０２５年度貨物自動車運送事業安全性評価事業について 

①実施状況について 

②申請事業所の評価について 

上記について、異議なく承認された。 

 

４８．第５１回貨物自動車運送事業安全性評価委員会 

＜１＞開催日：令和８年３月１７日 

＜２＞委員長：野尻俊明 

＜３＞委員数：９名 

＜４＞諮問事項・諮問結果 

（１）貨物自動車運送事業安全性評価事業の実施状況について 

①令和７年度貨物自動車運送事業安全性評価事業に係る弁明結果及び追加認定について 

②貨物自動車運送事業安全性評価事業に係る再評価の実施状況について 

③貨物自動車運送事業安全性評価事業の認定状況について 

（２）Ｇマーク制度の一部見直しについて 

（３）令和８年度貨物自動車運送事業安全性評価事業の実施について 

①主な変更点（案）について 

②実施概要（案）について 

③申請案内（案）について 

（４）その他 

 ①Ｇマーク更新申請（未更新）に関する調査報告について 

上記について、異議なく承認された。 

 

４９．第３回道路・施設委員会 

＜１＞開催日：令和７年５月１４日 

＜２＞委員長：寺岡 洋一 副委員長：御手洗 安 

＜３＞委員数：９名 

＜４＞協議事項・協議結果 
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【審議事項】 

令和８年度トラック関係施策に関する要望事項（道路関係）について 

一部記載内容を修正することとし、承認された。 

【報告事項】 

三次ＴＳ及び新潟ＴＳにおける視察報告について 

＜５＞講演 

「高速道路に関する最近の話題について」 

講師：国土交通省 道路局 高速道路課長 松本 健 様 

 

５０．第４回道路・施設委員会 

＜１＞開催日：令和７年１０月１日 

＜２＞委員長：御手洗 安 副委員長：松田 直樹 

＜３＞委員数：９名 

＜４＞講演 

「最近の道路行政について」 

講師：国土交通省 道路局 高速道路課長 渡邊 良一 様 

＜５＞協議事項・協議結果 

【審議事項】 

（１）正副委員長の選任について 

正副委員長の選任が行われ、委員長には御手洗 安委員（全ト協副会長）、副委員長には松田

直樹委員（近畿ブロック）が選任された。 

（２）新潟トラックステーション（ＴＳ）テナントの入居について 

食堂及び宿泊施設のテナント入居について、初期費用の全ト協負担を極力抑え、入居を希望す

るテナントに負担してもらうこととし、了承された。 

【報告事項】 

（１）三次ＴＳ及び尾道ＴＳ 令和８年度からの運営について 

（２）大阪ＴＳ、名古屋ＴＳ、奈良・針ＴＳ及び亀山ＴＳにおける視察報告について 

（３）トラックステーションの利用状況について 

（４）全国道路利用者会議の活動について 

 

５１．第５回道路・施設委員会 

＜１＞開催日：令和８年２月２４日 

＜２＞委員長：御手洗 安 副委員長： 松田 直樹 

＜３＞委員数：９名 

＜４＞協議事項・協議結果 

【審議事項】 

（１） 令和８年度事業計画(案)について 

（２）首都高速道路が発表した通行料金値上げ(案)について 

（３）ＴＳ視察報告について(金沢、彦根、岡山各ＴＳ) 

（４）尾道ＴＳ構内における広島県による水道管上の区分地上権の設定について 
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（５）旧防府ＴＳの再開に向けた検討について 

上記について、異議なく承認された。 

＜５＞資料説明 

「高速道路料金の車種区分について」 

講師：国土交通省 道路局 参事官（有料道路管理・活用） 手塚 寛之 様 
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○部会の開催状況 

（正副部会長 敬称略） 

 

１．食料品部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年６月１６日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞部会長：中西 弘毅 

副部会長：椎名 幸子、坂本 伸志、伊澤 文孝、小笠原 忍、鳥羽 弘基、小川 正浩、 

鎌田 英徳 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第４６回食料品部会総会に提出する議案について 

①令和６年度事業報告（案）について 

②任期満了に伴う役員の改選について 

③令和７年度事業計画（案）について 

④第４７回食料品部会総会の開催地（案）について 

（２）第４６回食料品部会総会の開催概要について 

上記について、異議なく承認された。 

 

２．食料品部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年８月４日 

＜２＞場 所：名鉄グランドホテル 

＜３＞部会長：中西 弘毅 

副部会長：椎名 幸子、松本 正和、坂本 伸志、伊澤 文孝、小笠原 忍、鳥羽 弘基、 

小川 正浩、鎌田 英徳 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第４６回食料品部会総会の運営方について 

上記について、異議なく承認された。 

 

３．第４６回食料品部会総会 

＜１＞開催日：令和７年８月４日 

＜２＞場 所：名鉄グランドホテル 

＜３＞部会長：中西 弘毅 

副部会長：椎名 幸子、松本 正和、坂本 伸志、伊澤 文孝、小笠原 忍、鳥羽 弘基、小川 正

浩、鎌田 英徳 

＜４＞部会員数：２２名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）令和６年度事業報告（案）について 

（２）任期満了に伴う役員の改選について 

（３）令和７年度事業計画（案）について 

（４）第４７回食料品部会総会の開催地（案）について 

上記について、異議なく承認された。 

＜６＞研修会 

 「ＳＡＳ・過労死等・健康起因事故防止に係る全ト協の取り組み」 
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公益社団法人全日本トラック協会 交通・環境部長 齋藤 晃 

 

４．食料品部会研修会及び意見交換会 

＜１＞開催日：令和８年２月１３日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞食料品部会参加者数：３４名 

＜４＞研修内容 

（１）研修会 

  「食品流通をめぐる我が国の物流の現状と課題について」 

    農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課長 原田 達 様 

「法改正と運賃交渉について」---標準的運賃から「適正原価」の活用--- 

    日本ＰＭＩコンサルティング株式会社 代表取締役 小坂 真弘 様 

（２）意見交換会 

  テーマ：最近の事業法改正と「標準的運賃」から「適正原価」への対応 

① 加工食品・冷凍冷蔵・酒類飲料グループ 

コーディネーター：日本ＰＭＩコンサルティング株式会社 代表取締役 小坂 真弘  様 

② 生鮮食品グループ 

コーディネーター：公益社団法人全日本トラック協会 輸送事業部長 土屋 文昭 

 

５．利用運送・積合部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年６月２５日（書面決議） 

＜２＞部会長：井上 和英 

副部会長：岩瀬 和夫、中村 修二、新開 孝典、内山 克己、田中 康之 

＜３＞協議事項・協議結果 

（１）第２１回利用運送・積合部会総会に提出する議案について 

①令和６年度事業報告（案）について 

②任期満了に伴う役員の改選について 

③令和７年度事業計画（案）について 

④第２２回利用運送・積合部会総会の開催地（案）について 

上記について、異議なく承認された。 

 

６．利用運送・積合部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年７月１６日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞部会長：井上 和英 

副部会長：岩瀬 和夫、新開 孝典、内山 克己、田中 康之 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第２１回利用運送・積合部会総会に提出する議案について 

（２）第２１回利用運送・積合部会総会の開催概要について 

上記について、異議なく承認された。 

 

７．第２１回利用運送・積合部会総会 

＜１＞開催日：令和７年７月１６日 
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＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞部会長：井上 和英 

副部会長：岩瀬 和夫、新開 孝典、内山 克己、田中 康之 

＜４＞部会員数：１５名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）令和６年度事業報告（案）について 

（２）任期満了に伴う役員の改選について 

（３）令和７年度事業計画（案）について 

（４）第２２回利用運送・積合部会総会の開催地（案）について 

上記について、異議なく承認された。 

＜６＞研修会 

「トラック運送業におけるＤＸ化の取組について」 

公益社団法人全日本トラック協会 経営改善事業部長 坂本 英也 

 

８．利用運送・積合部会研修会及び意見交換会 

＜１＞開催日：令和８年２月１７日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞利用運送・積合部会参加者数：１９名 

＜４＞研修内容 

（１）研修会 

   「法改正と運賃交渉について」---標準的運賃から「適正原価」の活用--- 

    合同会社サプライチェーン・ロジスティクス研究所 久保田 精一  様 

（２）意見交換会 

テーマ：最近の事業法改正と「標準的運賃」から「適正原価」への対応 

 

９. ダンプトラック部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年７月１７日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞部会長：岡田 安正 

副部会長：由利 敏雄、栗村 安弘、進藤 義弘、平池 彰規、稲岡 利男、恒川 浩一、藤田 博

、浮田 照義、高井 伸一郎、中畑 孝介、中野 充哲 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第４９回ダンプトラック部会総会に提出する議案について 

①令和６年度事業報告（案）について 

②任期満了に伴う役員の改選について 

③令和７年度事業計画（案）について 

④第５０回ダンプトラック部会総会の開催地（案）について 

（２）第４９回ダンプトラック部会総会の開催概要について 

（３）ワーキンググループの活動報告について 

上記について、異議なく承認された。 

 

１０．ダンプトラック部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年９月４日 
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＜２＞場 所：宮崎観光ホテル 

＜３＞部会長：岡田 安正 

副部会長：由利 敏雄、栗村 安弘、進藤 義弘、平池 彰規、稲岡 利男、恒川 浩一、 

木下 聖士、浮田 照義、中野 充哲 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第４９回ダンプトラック部会総会の運営方について 

上記について、異議なく承認された。 

 

１１．第４９回ダンプトラック部会総会 

＜１＞開催日：令和７年９月４日 

＜２＞場 所：宮崎観光ホテル 

＜３＞部会長：岡田 安正 

副部会長：由利 敏雄、栗村 安弘、進藤 義弘、平池 彰規、稲岡 利男、恒川 浩一、 

木下 聖士、浮田 照義、中野 充哲 

＜４＞部会員数：３２名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）令和６年度事業報告（案）について 

（２）任期満了に伴う役員の改選について 

（３）令和７年度事業計画（案）について 

（４）第５０回ダンプトラック部会総会の開催地（案）について 

上記について、異議なく承認された。 

＜６＞研修会 

「取適法の概要について」 

  公正取引委員会 事務総局 経済取引局 取引部 企業取引課長 柴山 豊樹 様 

 

１２．ダンプトラック部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和８年３月６日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞部会長：岡田 安正 

副部会長：山下 央、栗村 安弘、進藤 義弘、恒川 浩一、藤田 博、木下 聖士、浮田 照義、

高井 伸一郎、中野 充哲 

＜４＞報告事項・協議結果 

（１）令和７年度の活動状況等について 

（２）自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて 

（３）荷主等の皆さま「白ナンバーのトラックに有償で貨物の運送を委託してませんか？」 

チラシの作成について 

（４）令和８年度上期の会議予定について 

（５）第５０回ダンプトラック部会総会の開催概要について 

上記について、異議なく承認された。 

 

１３．各トラック協会ダンプトラック部会長会議 

＜１＞開催日：令和８年３月６日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 
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＜３＞部会長：岡田 安正 

副部会長：山下 央、栗村 安弘、進藤 義弘、恒川 浩一、藤田 博、木下 聖士、浮田 照義、

高井 伸一郎、中野 充哲 

各協会部会長：工藤 昭義、後藤 嘉則、松尾 活秀、竹田 輝友、中川 繁之、坂本 英樹、 

林 聖二、岩尾 佳明、中村 透、中司 敏明、中畑 考介、大家 良太郎、 

赤池 隆典、具志堅 全志 

＜４＞報告事項・協議結果 

（１）令和７年度の活動状況等について 

（２）自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて 

（３）荷主等の皆さま「白ナンバーのトラックに有償で貨物の運送を委託してませんか？」 

チラシの作成について 

（４）令和８年度上期の会議予定について 

（５）第５０回ダンプトラック部会総会の開催概要について 

上記について、異議なく承認された。 

 

１４．ダンプトラック部会第７回ワーキンググループ 

＜１＞開催日：令和７年５月２６日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞委員長：進藤 義弘 

部会長：岡田 安正 

副部会長：恒川 浩一 

委員：佐藤 大介、中山 泰樹、竹田 輝友、山岸 克洋、齋藤 栄一郎、早﨑 真照、土井 隆史

、薦田 博孝、中野 充哲 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）適正な管理体制の構築について 

全日本建設交運一般労働組合 副執行委員長（全国ダンプ部会顧問） 森谷 稔 様 

（２）標準契約書様式の整備と普及促進について 

上記について、異議なく承認された。 

 

１５．ダンプトラック部会第８回ワーキンググループ 

＜１＞開催日：令和７年１０月２１日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞委員長：進藤 義弘 

   副部会長：恒川 浩一 

委員：佐藤 大介、中山 泰樹、竹田 輝友、山岸 克洋、齋藤 栄一郎、早﨑 真照、土井 隆史

、中野 充哲 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）契約の書面化推進について 

（２）ダンプトラックの管理体制について 

上記について、討議等が行われた。 

 

１６．海上コンテナ部会正副部会長及び各トラック協会海上コンテナ部会長合同会議 

＜１＞開催日：令和７年５月２３日 
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＜２＞場 所：ザ・プリンスさくらタワー 

＜３＞部会長：藤木 幸二 

副部会長：宮治 豊、穐山 正明、森下 一哉、山本 敦、山口 与嗣雄、小西 保美、前田 義徳 

各協会部会長：安 幹夫、土屋 光生、阿部 昌幸、仲田 一巳、西室 将士、山﨑 辰義、 

伊是名 昇英 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第６７回海上コンテナ部会総会に提出する議案について 

   ①令和６年度 事業報告（案）について 

②任期満了に伴う役員の改選について 

③令和７年度 事業計画（案）について 

④令和７･８年度の受益者負担金及び都度徴収予定額について 

⑤第６８回海上コンテナ部会総会の開催地（案）について 

（２）第６７回海上コンテナ部会総会の開催概要について 

上記について、異議なく承認された。 

 

１７．海上コンテナ部会正副部会長及び各トラック協会海上コンテナ部会長合同会議 

＜１＞開催日：令和７年７月３日 

＜２＞場 所：ホテルグランヒルズ静岡 

＜３＞部会長：藤木 幸二 

副部会長：宮治 豊、穐山 正明、森下 一哉、山本 敦、山口 与嗣雄、小西 保美、前田 義徳 

各協会部会長：安 幹雄、土屋 光生、阿部 昌幸、仲田 一巳、山﨑 辰義、伊是名 昇英 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第６７回海上コンテナ部会総会の運営方について 

上記について、異議なく承認された。 

 

１８．第６７回海上コンテナ部会総会 

＜１＞開催日：令和７年７月３日 

＜２＞場 所：ホテルグランヒルズ静岡 

＜３＞部会長：藤木 幸二 

副部会長：宮治 豊、穐山 正明、森下 一哉、山本 敦、山口 与嗣雄、小西 保美、前田 義徳 

＜４＞部会員数：６１名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）令和６年度事業報告（案）について 

（２）任期満了に伴う役員の改選について 

（３）令和７年度事業計画（案）について 

（４）令和７・８年度の受益者負担金及び都度徴収予定額について 

（５）第６８回海上コンテナ部会総会の開催地（案）について 

上記について、異議なく承認された。 

＜６＞パネルディスカッション 

テーマ 

海上コンテナの陸上輸送における港湾エリア等の安全対策について 

パネリスト  

（１）行政 



６８ 
 

①杉本 文和 様  静岡県清水港管理局 清水港管理局長 

（２）港湾運送事業者 

②加瀬澤 正義 様 鈴与株式会社 取締役 コンテナターミナル部長 

③海野 吉輝 様  鈴与株式会社 コンテナターミナル部 次長 

（３）トラック運送事業者 

④押見 浩之 様  港トラック運送株式会社 常務取締役 

⑤初又 紀行 様  鈴与自動車運送株式会社 取締役 

⑥吉永 賢一 様  （一社）東京都トラック協会海上コンテナ専門部会 副部会長 

（鈴与自動車運送株式会社 京浜支店長） 

（４）トラックドライバー 

⑦吉川 明宏 様  鈴与自動車運送株式会社 清水営業所 コンテナ班 

コーディネーター 

土屋 文昭    公益社団法人全日本トラック協会 輸送事業部長 

 

１９．海上コンテナ部会正副部会長及び各トラック協会海上コンテナ部会長合同会議 

＜１＞開催日：令和８年２月２０日 

＜２＞場 所：ザ・プリンスさくらタワー 

＜３＞部会長：藤木 幸二 

副部会長：宮治 豊、穐山 正明、山本 敦、山口 与嗣雄、小西 保美、前田 義徳、松尾 卓 

各協会部会長：山崎 公夫、安 幹雄、土屋 光生、阿部 昌幸、仲田 一巳、西室 将士、 

瀬野 恵三、山﨑 辰義、伊是名 昇英 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）令和７年度の活動状況等について 

（２）令和８年度上期の会議予定について 

（３）第６８回海上コンテナ部会総会の開催概要について 

（４）業務分科会の活動について（オンシャ―シデポ） 

上記について、異議なく承認された。 

＜５＞説示 

「国際コンテナ戦略港湾政策の最近の取組状況について」 

 国土交通省 港湾局 港湾経済課 港湾物流戦略室長 清水 崇 様 

 

２０．海上コンテナ部会安全輸送講習会 

＜１＞開催日および場所 

（１）令和７年１１月２７日（茨城県、千葉県）ザ・クレストホテル柏 

（２）令和８年２月２７日 （沖縄県）九州沖縄トラック研修会館 

＜２＞参加者：合計６５名 

＜３＞研修内容 

（１）国際海上コンテナ積載トレーラ横転実証実験ＤＶＤ上映 

（２）「国際海上コンテナの陸上輸送に係る安全対策等について」 

①国際海上コンテナの横転事故発生状況について 

②国際海上コンテナの陸上輸送における安全輸送ガイドライン・マニュアルについて 

講師：国土交通省 物流・自動車局 安全政策課長 鈴木 健介 様（１１月２７日） 

国土交通省 物流・自動車局 安全政策課 専門官 本田 拓人 様（２月２７日） 
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２１．百貨店部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年９月８日 

＜２＞場 所：リファレンス大阪駅前第４ビル 

＜３＞部会長：寺田 良朗 

副部会長：今井 茂雄、石西 健師、三浦 明正、三輪 安義 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）今後の百貨店部会の在り方について 

上記について、協議が行われた。 

 

２２．百貨店部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年９月３０日（書面決議） 

＜２＞部会長：寺田 良朗 

副部会長：芦田 清文、今井 茂雄、石西 健師、三浦 明正、三輪 安義 

＜３＞協議事項・協議結果 

（１）第７３回百貨店部会総会に提出する議案について 

①令和６年度事業報告（案）について 

②百貨店部会の今後の在り方について 

上記について、異議なく承認された。 

 

２３．百貨店部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年１０月３日 

＜２＞場 所：大阪府大阪市 木曽路 

＜３＞部会長：寺田 良朗 

副部会長：芦田 清文、今井 茂雄、石西 健師、三浦 明正、三輪 安義 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）議案 

①第７３回百貨店部会総会に提出する議案について 

１．令和６年度事業報告（案）について 

２．百貨店部会の今後の在り方について 

事務局から資料に基づき説明を行い、第７３回百貨店部会総会をもって、公益社団法人全日

本トラック協会百貨店部会の活動を終了とすることについて総会へ上程することが承認され

た。 

②第７３回百貨店部会総会の運営方について 

上記について、異議なく承認された。 

 

２４．第７３回百貨店部会総会 

＜１＞開催日：令和７年１０月３日 

＜２＞場 所：大阪府大阪市 木曽路 

＜３＞部会長：寺田 良朗 

副部会長：今井 茂雄、芦田 清文、石西 健師、三輪 安義、三浦 明正 

＜４＞部会員数：１２名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）議案 
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①令和６年度事業報告（案）について 

 上記について、異議なく承認された。 

②百貨店部会の今後の在り方について 

事務局から資料に基づき説明を行い、第７３回百貨店部会総会をもって公益社団法人全日本ト

ラック協会百貨店部会の活動を終了とすることについて、原案通り承認された。 

 

２５．タンクトラック・高圧ガス部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年７月８日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞部会長：堀田 正二 

副部会長：神保 義昭、堀江 浩太、伊藤 保義、小谷 哲雄、山下 英樹、松藤 章喜 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第２０回タンクトラック・高圧ガス部会総会に提出する議案について 

①令和６年度 事業報告（案）について 

②任期満了に伴う役員の改選について 

③令和７年度 事業計画（案）について 

④第２０回タンクトラック・高圧ガス部会総会の開催地について 

（２）第２０回タンクトラック・高圧ガス部会総会の開催案について 

 上記について、異議なく承認された。 

 

２６．タンクトラック・高圧ガス部会総会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年８月２５日 

＜２＞場 所：福岡県トラック総合会館 

＜３＞部会長：堀田 正二 

副部会長：神保 義昭、堀江 浩太、伊藤 保義、小谷 哲雄、松藤 章喜 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第２０回タンクトラック・高圧ガス部会総会の運営方について 

 上記について、意義なく承認された。 

 

２７．第２０回タンクトラック・高圧ガス部会総会 

＜１＞開催日：令和７年８月２５日 

＜２＞場 所：福岡県トラック総合会館 

＜３＞部会長：堀田 正二 

副部会長：巽 大輔、堀江 浩太、伊藤 保義、小谷哲雄、山下英樹､清水 順二 

＜４＞部会員数：５２名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）令和６年度 事業報告（案）について 

（２）任期満了に伴う役員の改選について 

（３）令和７年度 事業計画（案）について 

（４）令和８年度 第２１回タンクトラック・高圧ガス部会総会の開催地について 

上記について、異議なく承認された。 

＜５＞研修会  

テーマ ： 令和６年中の危険物輸送に係る事故の発生状況等について 
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講  師 ： 福岡県 総務部 防災危機管理局 消防防災指導課 消防係 小屋 勇太 氏 

 

２８．石油輸送における荷卸し時相互立会いの推進に関するワーキンググループ 

＜１＞開催日：令和７年４月１４日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞リーダー：堀田 正二 

＜４＞協議事項 

相互立会いの徹底に向けた今後の進め方について 

 

２９．セメント部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年７月２５日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞部会長：鎮目 隆雄 

副部会長：新谷 一郎、鈴木 英明、柏原 崇史 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第４３回セメント部会に提出する議案について 

①令和６年度 事業報告（案）について 

②任期満了に伴う役員の改選について 

③令和７年度 事業計画（案）について 

④令和８年度 第４４回セメント部会総会の開催地について 

（２）第４３回セメント部会総会の運営方について 

 上記について、意義なく承認された。 

 

３０．第４３回セメント部会総会  

＜１＞開催日：令和７年７月２５日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞部会長：鎮目 隆雄 

副部会長：新谷 一郎、鈴木 英明、柏原 崇史 

＜４＞部会員数：２８名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）令和６年度 事業報告（案）について 

（２）任期満了に伴う役員の改選について 

（３）令和７年度 事業計画（案）について 

（４）令和８年度 第４４回セメント部会総会の開催地について 

上記について、異議なく承認された。 

＜６＞研修会 

テーマ ：「最近の物流施策状況について」 

講  師 ：（公社）全日本トラック協会 

役員待遇企画部長  金子 貴史  

   

３１．セメント部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年１２月１７日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 
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＜３＞部会長：鎮目 隆雄 

副部会長：新谷 一郎、鈴木 英明、柏原 崇史 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）共同化等の物流効率化に向けた対応について 

（２）適正原価に係る調査について 

 

３２．セメント部会意見交換会 

＜１＞開催日：令和８年３月４日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞セメント部会参加者数：２７名（リモート参加含む） 

＜４＞意見交換会 

説明：「取適法（改正下請法）について」 

（公社）全日本トラック協会 

役員待遇企画部長  金子 貴史  

   意見交換：「共同化等の物流効率化に向けた対応について」 

 

３３. 生コンクリート輸送部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年９月１７日 

＜２＞場 所：神奈川県横浜市 華正楼  

＜３＞部会長：小島 信也 

副部会長：川上 雅彦、舘 勝宏、妹尾 洋、岡本 尚也 

＜３＞協議事項・協議結果 

（１）第５１回生コンクリート輸送部会総会に提出する議案について 

①令和６年度 事業報告（案）について 

②役員満了に伴う役員の改選について 

③令和７年度 事業計画（案）について 

④令和８年度 第５２回生コンクリート輸送部会総会について 

（２）第５１回生コンクリート輸送部会総会の運営方について 

 上記について、異議なく承認された。 

 

３４．第５１回生コンクリート輸送部会総会 

＜１＞開催日：令和７年９月１７日 

＜２＞場 所：神奈川県横浜市 華正楼 

＜３＞部会長：妹尾 洋 

副部会長：川上 雅彦、高野 誠、岡本 尚也 

＜４＞部会員数：２０名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）令和６年度 事業報告（案）について 

（２）任期満了に伴う役員の改選について 

（３）令和７年度事業計画（案）について 

（４）令和８年度 第５２回生コンクリート輸送部会総会の開催地について 

上記について、異議なく承認された。 
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３５．生コンクリート輸送部会意見交換会 

＜１＞開催日：令和８年３月２３日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞生コンクリート輸送部会員参加者数：１２名 

＜４＞意見交換会 

説明：「取適法（改正下請法）について」 

（公社）全日本トラック協会 

役員待遇企画部長  金子 貴史  

   意見交換：「生コン輸送における各地の現状と課題について」 

 

３６．引越部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年６月２５日 

＜２＞場 所：全日本トラック協会 

＜３＞部会長：松橋 謙一 

副部会長：福本 勝由、中村 一男、神谷 昌彦、坂本 龍次、北澤 聡､鷲尾 英司 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第５５回引越部会総会に提案する議案について 

①令和６年度 事業報告（案）について 

②任期満了に伴う役員の改選について 

③令和７年度 事業計画（案）について 

④令和８年度 第５６回引越部会総会の開催地について 

上記について、異議なく承認された。 

 

３７．引越部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年７月２８日 

＜２＞場 所：福岡県トラック総合会館 

＜３＞部会長：松橋 謙一 

副部会長：福本 勝由、中村 一男、神谷 昌彦、坂本 龍次、北澤 聡、鷲尾 英司 

＜４＞協議事項・協議結果 

   第５５回引越部会総会の運営方について 

上記について、異議なく承認された。 

 

３８．第５５回引越部会総会 

＜１＞開催日：令和７年７月２８日 

＜２＞場 所：福岡県トラック総合会館 

＜３＞部会長：松橋 謙一 

副部会長：小倉 政人、中村 一男、神谷 昌彦、坂本 龍次、北澤 聡、松木 基容 

＜４＞部会員数：４４名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）令和６年度 事業報告（案）について 

（２）任期満了に伴う役員の改選について 

（３）令和７年度 事業計画（案）について 

（４）令和８年度 第５６回引越部会総会の開催地について 



７４ 
 

上記について、異議なく承認された。 

＜５＞研修会 

   「カスタマーハラスメントへの対応と対策について」 

     (株)接遇コミュニケーション 代表取締役  能勢 みゆき 氏 

 

３９．引越部会正副部会長会議 

＜１＞開催日：令和７年１２月１２日 

＜２＞部会長：松橋 謙一 

副部会長：小倉 政人、中村 一男、神谷 昌彦、坂本 龍次、北澤 聡、松木 基容 

＜３＞協議事項・協議結果 

（１）令和８年引越繫忙期対策実施事項（案）について 

（２）令和８年引越繁忙期カレンダー（案）について 

（３）令和８年引越繁忙期に関するアンケート（案）について 

（４）第５６回引越部会総会の日程について 

上記について、異議なく承認された。 

＜４＞報告事項 

（１）令和７年度 引越講習及びお客様対応責任者研修会議の開催状況について 

（２）令和７年度 輸送相談の概要について 

（３）令和７年度 引越安心マークの周知活動について 

（４）令和７年度 引越安心マークの認知度調査結果について 

＜５＞その他 

令和８年度第５６回引越部会総会を次の日程で開催することとした。 

開催場所 愛知県名古屋市 東京第一ホテル錦 

開催時期 令和７年７月 

 

４０．重量部会「常任委員会」 

＜１＞開催日：令和７年４月２３日 

＜２＞場 所：全日本トラック総合会館 

＜３＞部会長：内宮 昌利 

    副部会長：中村 潤、新 光雄、西光 彰男、沖藤 克治、福上 芳生、木村 正昭、宮嵜 靖夫 

＜４＞委員数：４４名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１） 令和７年度 重量部会総会に提出する議案について 

①令和６年度事業報告（案）について 

②任期満了に伴う役員改選について 

②令和７年度事業計画（案）について 

③令和８年度重量部会総会の開催地について 

（２）令和７年度 重量部会総会の開催概要について 

上記について、異議なく承認された。 

（３）その他 

①重量物輸送における絶対必須実費の適正収受について 

上記について、今後、国交省のＱ＆Ａ集に、特殊車両通行関係のＱ＆Ａを追加するよう要望する
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こととし、まずは具体的に必要とされる実費や特殊事情の洗い出し作業を九州トラック協会重量部

会において進めることが了承された。 

 

４１．重量部会「正副部会長会議」 

＜１＞開催日：令和７年６月１７日 

＜２＞場 所：高山グリーンホテル 

＜３＞部会長：内宮 昌利 

    副部会長：中村 潤、新 光雄、西光 彰男、沖藤 克治、福上 芳生、木村 正昭、宮嵜 靖夫 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）令和７年度 重量部会総会の運営方について 

（２）次年度の部会総会、今年度の各研修会の開催日程等について 

上記について、異議無く承認された。 

 

４２．重量部会「令和７年度部会総会」 

＜１＞開催日：令和７年６月１７日 

＜２＞場 所：高山グリーンホテル 

＜３＞部会長：内宮 昌利 

    副部会長：中村 潤、新 光雄、西光 彰男、沖藤 克治、福上 芳生、木村 正昭、宮嵜 靖夫 

＜４＞部会員数：８１名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）令和６年度事業報告（案）について 

（２）任期満了に伴う役員改選について 

（３）令和７年度 事業計画（案）について 

（４）令和８年度 重量部会総会の開催地について 

上記について、異議なく承認された。 

 

４３．重量部会「実務担当者研修会」 

＜１＞開催日：令和７年１１月２５日 

＜２＞場 所：全日本トラック総合会館（ＷＥＢ併用） 

＜３＞参加者数：会場参加者数１６名、ＷＥＢ参加者数２３１名、計２４７名 

＜４＞研修内容 

（１）「特殊車両通行制度について」 

 講師：国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 課長補佐 五十嵐 仁 様 

（２）「特殊車両通行確認制度について」 

 講師：一般財団法人道路新産業開発機構 道路交通管理業務推進本部 

特車登録センター 副調査役 倉田 亮一 様 

 

４４．重量部会「経営者研修会」 

＜１＞開催日：令和８年２月５日 

＜２＞場 所：八仙閣 
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＜３＞参加者数：９６名 

＜４＞研修内容 

「ドライバーのやる気を引き出す運行形態別給与について」〜判例の変遷に対応する〜 

 講師：全国中小企業経友会事業協同組合 社会保険労務士・中小企業診断士 高橋 聡 様 

 

４５．鉄骨・橋梁部会「正副部会長会議」 

＜１＞開催日：令和７年９月５日 

＜２＞場 所：全日本トラック総合会館 

＜３＞部会長：宮地 高照 副部会長：田中 憲之、茶谷 友得 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第５５回鉄骨・橋梁部会総会の運営方について 

上記について、異議なく承認された。 

 

４６．鉄骨・橋梁部会「第５５回部会総会」 

＜１＞開催日：令和７年９月５日 

＜２＞場 所：全日本トラック総合会館 

＜３＞部会長：宮地 高照 副部会長：田中 憲之、茶谷 友得 

＜４＞部会員数：９名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）令和６年度事業報告（案）について 

（２）任期満了に伴う役員の改選について 

（３）令和７年度事業計画（案）について 

上記について、異議なく承認された。 

＜６＞意見交換 

(一社)日本橋梁建設協会との意見交換を行った。 

 

４７．鉄鋼部会「正副部会長会議」 

＜１＞開催日：令和７年４月１４日 

＜２＞場 所：全日本トラック総合会館 

＜３＞部会長：三村 文雄 

    副部会長：石橋 一寛、小林 隆、安田 靖、姫﨑 晃宏、髙城 崇充、松田 俊彦、 

有田 浩之、服部 真士、木村 貴広、黒瀬 範彦、簑原 聡 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１） 第８０回鉄鋼部会総会に提出する議案について 

①令和６年度事業報告（案）について 

②任期満了に伴う役員の改選について 

③令和７年度事業計画（案）について 

④第８１回鉄鋼部会総会の開催地について 

（２）第８０回鉄鋼部会総会の開催概要について 

（３）「トレーラの安全対策フォーラム」の次回開催予定等について 

上記について、異議無く承認された。 



７７ 
 

４８．鉄鋼部会「正副部会長会議」 

＜１＞開催日：令和７年７月８日 

＜２＞場 所：岡山プラザホテル 

＜３＞部会長：三村 文雄 

    副部会長：石橋 一寛、小林 隆、安田 靖、姫﨑 晃宏、髙城 崇充、松田 俊彦、 

有田 浩之、服部 真士、木村 貴広、黒瀬 範彦、簑原 聡 

＜４＞協議事項・協議結果 

（１）第８０回鉄鋼部会総会の運営方について 

（２）次年度の鉄鋼部会総会の開催日について 

上記について、異議無く承認された。 

 

４９．鉄鋼部会「第８０回部会総会」 

＜１＞開催日：令和７年７月８日 

＜２＞場 所：岡山プラザホテル 

＜３＞部会長：三村 文雄 

    副部会長：石橋 一寛、中原 剛毅、安田 靖、姫﨑 晃宏、髙城 崇充、松田 俊彦、 

有田 浩之、服部 真士、木村 貴広、黒瀬 範彦、野中 真一郎 

＜４＞部会員数：４７名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）令和６年度事業報告（案）について 

（２）任期満了に伴う役員の改選について 

（３）令和７年度事業計画（案）について 

（４）第８１回鉄鋼部会総会の開催地について 

 上記について、異議なく承認された。 

＜６＞講演 

 「トラック運送を取り巻く最近の諸情勢」 

 講師：国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課 主査 佐々木 優香 様 

 

５０．鉄鋼部会「トレーラの安全対策フォーラム」 

＜１＞開催日：令和８年２月１７日 

＜２＞場 所：東京都トラック総合会館（ＷＥＢ併用） 

＜３＞ 参加者数：１７５名 

＜４＞ 講演 

「トラック運送事業における事故防止について」 

   講師：国土交通省 関東運輸局 自動車技術安全部 保安環境課 課長補佐 黒木 好文 様 

＜５＞事業者発表 

（１）「トレーラからの転落防止対策」 

   発表者：日鉄物流(株) 基地陸運本部 関東物流センター 陸送調整課 課長 牛丸 誠 様 

（２）「熱中症対策への取り組み」 

   発表者：Ｊ－ロジテック(株)陸運事業部 千葉陸運部 千葉輸送管理室 横山 真一郎 様 



７８ 
 

 

５１．重量部会、鉄骨・橋梁部会、鉄鋼部会「３部会合同ワーキンググループ」 

＜１＞開催日：令和７年１０月２７日 

＜２＞場 所：全日本トラック総合会館（ＷＥＢ併用） 

＜３＞部会長：内宮 昌利（重量部会）、宮地 高照（鉄骨・橋梁部会）、三村 文雄（鉄鋼部会） 

＜４＞委員数：１６名 

＜５＞協議事項・協議結果 

（１）特殊車両通行制度に関する要望の進捗状況について 

（２）令和７年度 要望内容について 

上記について、委員からの意見を踏まえ、取りまとめは３部会長に一任することで承認された。 
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